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制
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、
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用
ル
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そ
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|
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説

第
一
章

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
創
生
の
一
断
面

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
制
定
史
l

第
一
節
一
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
〈
移
民
〉
労
働
力

一
〈
移
民
〉
労
働
力
統
制
の
試
み
一
八
八
0
年
代
前
後
の
震
用
政
策
と
移
民

二
メ
キ
シ
コ
人
の
到
来
|
一
九
五

0
年
代
前
後
の
一
雇
用
政
策
と
〈
移
民
〉

第
二
節
行
政
制
裁
制
度
の
誕
生
と
導
入

一
行
政
制
裁
誕
生
の
経
緯

二
行
政
制
裁
の
問
題
点
和
解

三
行
政
制
裁
の
意
味
付
け
|
新
し
い
価
値
規
範
を
巡
っ
て

四
行
政
制
裁
型
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
向
け
て

第
三
節
連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
|
労
働
市
場
と
使
用
者
規
制
の
関
係

一
一
九
七
0
年
代
の
思
想
1

行
政
制
裁
の
威
力

二
各
州
の
一
雇
用
主
〈
懲
罰
v

制
度
|
州
法
と
刑
事
罰
の
余
波

一
一
一
一
九
八

0
年
代
i
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
の
完
成

四
行
政
制
裁
制
度
の
成
立
に
至
る
ま
で

第
二
章
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
を
通
じ
て
見
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
移
民
法
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

ー
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

第
一
節
移
民
帰
化
局
の
す
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

一
移
民
帰
化
局
l
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執
行
機
関

二
雇
用
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
|
刊
5
1
0苫
2
8
n
z
oロ
。
己
河
内
〉

三
捜
査
、
摘
発
、
お
よ
び
立
件

g
r
B
0
2
2
2己
河
内
〉

第
二
節
裁
決
例
お
よ
び
裁
判
例
か
ら
見
た
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
実
態

一
行
政
制
裁
の
算
定
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

二
聴
聞
過
程

=
一
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
行
政
制
裁
の
正
当
性
と
一
雇
用
ル
l
ル

終
章
ア
メ
リ
カ
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
の
特
質
と
日
本
法
へ
の
示
唆

一
行
政
制
裁
を
中
心
に
し
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム

二
日
本
に
お
け
る
労
働
法
シ
ス
テ
ム
と
の
対
比

三
今
後
の
課
題

第

節

連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
|
労
働
市
場
と
使
用
者
規
制
と
の
関
係
|

一
九
七

0
年
代
の
思
想
行
政
制
裁
の
威
力

不
法
移
民
規
制
へ
向
け
て
の
調
査
始
動

本
節
で
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
法
過
程
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
い
わ
ゆ
る
制
定
史
に
お
け

る
議
論
を
通
じ
て
、
不
法
移
民
対
策
を
主
と
し
た
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
具
現
化
過
程
と
、
そ
の
実
効
性
担
保
策
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
た
行
政
制
裁
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
形
成
過
程
を
再
構
築
す
る
。
特
に
行
政
制
裁
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る

人
物
の
言
説
等
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、
行
政
制
裁
ひ
い
て
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
め
ぐ
る
立
法
意
思
の
形
成
に
焦
点
を
当
て
る
。
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一
九
七
一
年
、
第
九
二
回
連
邦
議
会
の
会
期
中
、
下
院
司
法
委
員
会
で
は
「
移
民
に
関
す
る
小
委
員
会
(
叶

Z
E
σ
S
E
E
-



説

同
5
5ロ
。
同
国
OZ田町
E
e
n
岡田同三
UOBBF28)
」
が
組
織
さ
れ
、
活
動
が
始
ま
っ
た
。
小
委
員
会
は
各
地
で
公
聴
会
を
開
催
し
、
合
衆
国
内
に
お

け
る
資
格
外
労
働
者
の
雇
用
態
様
お
よ
び
資
格
外
労
働
者
と
な
る
外
国
人
の
入
国
行
動
に
関
す
る
調
査
を
本
格
的
に
進
め
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
「
移
民
に
関
す
る
小
委
員
会
」
の
活
動
は
、
そ
の
後
の
連
邦
議
会
と
連
邦
政
府
の
移
民
政
策
に
末
永
く
か
っ
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に

(
1
)
 

寺
る
。
以
下
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
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さ事也
ロ岡

(二)

「
移
民
に
関
す
る
小
委
員
会

(ω
与
g
s
Eロ
2
)
」
の
意
向

(
l
)

小
委
員
会
が
移
民
と
国
籍
に
関
す
る
諸
問
題
(
官
昌
明
E
gロ
吉
弘

Z包
。
E
E
q
B塁
。
司
)

の
特
別
な
権
限

C
E
a
E
gロ
)
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
小
委
員
会
議
長
ロ
デ
イ
ノ
吉
岡
田
列
者

-m。
U
E。
)
は
連
邦
移
民
法

(
E
B
G
E
F
S
E
E
L邑
OE--々
〉
♀
)
に
内
在

す
る
問
題
点
!
査
証
の
発
給
、
外
国
人
の
入
国
審
査
、
在
留
資
格
変
更
手
続
、
退
去
強
制
手
続
等
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
討
議
す
る
の
は

勿
論
の
こ
と
、
連
邦
移
民
法
か
ら
派
生
す
る
問
題
点
|
移
民
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
、
そ
れ
に
不
法
移
民
の
流
入
の
現
状
と
対
応
の
間

(2) 

題
ー
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
総
合
的
な
分
析
及
び
提
言
を
行
う
こ
と
を
最
初
の
公
聴
会
で
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
た
。
議
長
ロ
デ
イ
ノ
の
取

組
み
は
一
九
八
六
年
法
へ
大
き
く
影
響
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
で
述
べ
よ
う
。

議
長
ロ
デ
イ
ノ
は
、
移
民
帰
化
局
(
宏
∞

-
Z
E加
E
-
S
自
己

Z
S
E
E
N包

srzn白
)
に
投
じ
ら
れ
る
予
算
と
ス
タ
ッ
フ
数
が
増
す
と
、

(3) 

不
法
入
国
す
る
外
国
人
の
拘
束
数
が
激
増
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
統
計
上
の
相
関
関
係
に
疑
問
を
抱
い
た
。
果
た
し
て
ヨ
ω
は
人
的
資

(
4
)
 

源
い
が
単
に
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
呈
∞
は
内
部
に
別
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
委
員
会
は
様
々
な
地

位
投
職
に
あ
る
望
∞
関
係
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
て
み
た
。

議
長
ロ
デ
イ
ノ
は
単
に
豆
切
を
糾
弾
し
、
改
革
を
迫
っ
た
と
し
て
も
根
本
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
や
が
て
見
通
し
始
め
た
。
ロ

ヂ
千
ノ
は
取
締
り
側
と
し
て
の
ヨ
ω
で
は
な
く
、
不
法
入
国
と
無
資
格
労
働
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
不
法



就
労
の
発
生
過
程
に
は
、
合
衆
国
側
の
労
働
市
場
に
お
け
る
雇
用
、
玉
ら
の
大
き
な
関
与
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
事
は

メ
キ
シ
コ
人
と
ヨ
ω
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
合
衆
国
の
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
構
造
的
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
一
年
六
月
一
九
、

一
二
両
日
ロ
ス
で
開
催
さ
れ
た
公
聴
会
の
時
点
で
、
小
委
員
会
は
あ
る
種
の
意
向
を
固
め
た
。

Eω
地
方
局
、

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

つ
ま
り
不
法
就
労
現
場
の
取
締
担
当
者
ら
と
意
見
聴
取
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
同
Zω
側
に
予
算
と
ス
タ
ッ
フ
が
足
り
な

(

5

)

(

6

)

 

く
て
も
、
「
法
制
度
」
さ
え
整
備
さ
れ
れ
ば
資
格
外
一
雇
用
の
取
締
り
が
充
分
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
の
移
民
法
は
不
法
入
国
者

に
対
し
て
訴
追
と
科
料
(
出
口
町
)
徴
収
、
退
去
強
制
(
仏
唱
。

E
E
S
)
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
準
備
し
て
い
た
。
だ
が
不
法
入
国
者
を
雇

う
側
に
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
適
用
可
能
性
が
全
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
移
民
法
第
二
七
四
条
が
次
の
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
品開門

U-S品・∞ユロ
m
E
m
E
E仏
国
民
σ。
ユ
ロ
加
の
0
3包
ロ
〉
2
2田

特
定
外
国
人
の
伴
入
及
び
蔵
置

(
と
の
ユ
ヨ

FE-
宮
口
hw-

丘町田

刑
事
罰

〉
ミ
℃
2
8ロ
・
百
円
}
E
E
m
p
o
。
を
口
町
『
ゆ
。
-um司白円。『唱自己
-
2・ヨ即日円
2
・
8
5
5
g
e
E
m
o
E
n
m
p
白
m
g
f
c『
打
。
ロ
己
関
口
向
。
。
『
富
山
『

5
8ロ∞

O『

同『白白羽
v

。ロ釦四回。ロ宅
F0
・

あ
ら
ゆ
る
輸
送
手
段
の
所
有
者
、
操
縦
者
、
案
内
者
、
輸
送
手
段
の
長
、
指
揮
官
、
代
理
人
も
し
く
は
受
託
者
を
含
む
い
か
な
る
者

も
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(

】

)σ
ユロ加国

5
5
2
-
g
m同M
S
円F
n
C
E
B
R回目門知円
opσ
可

言

句

E
E
D由
。
『
【
『
吉
田
℃
。
コ
PEC口。『

C
P
2
5日夕。円岱【【
m
g
-
5・
σ〕『
E
E田
町
民
。
円
円
F
S
Z例町

B
O門町四戸円。
σユ
ロ
明
広
【
0
2
-
g
m四百四
V
O
C
E円白色∞冨円相
Fσ
可

B
V
1
5
2ロ目。『円『
B
8
0コ白
E02
。『。同町四『三回目・

あ
ら
ゆ
る
輸
送
手
段
も
し
く
は
そ
の
他
の
手
段
で
、
合
衆
国
に
伴
入
ま
た
は
上
陸
さ
せ
る
、
も
し
く
は
あ
ら
ゆ
る
輸
送
手
段
も
し
く
は
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(2) knowing that he is in the United States in violation of law， and knowing or having reasonable grounds to be¥ieve that his last 

entry into the United States occurred less than three years prior thereto， transports， or moves， or attempts to transport or move， 

within he United States by means of transportation or otherwise， in the furtherance of such violation of law， 
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(3) willfully or knowingly conceals， harbors， or shields from detection， of attempts to conceal， harbor， or shields from detection， 

in any place， including any building or any means of transportation， or 
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ムJw姻ν令。，柄引~'

(4) willfully or knowingly encourages or induces， or attempts 10 encourage or induce， either directIy or indirectIy， the entry into 

the United States of any alien， inducing an alien crewman， not duly admitted by an immigration officer or not lawfully entitled to 

enter or reside within the United States under the term of this chapter or any other law re¥ating to the immigration or expulsion of 

aliens， shall be guilty of felony， and upon conviction thereof shall be punished by a fine not exceeding $2，000 or by imprisonment 

for a term not exceeding five years， or both， for each alien in respect to whom any violation of this subsection occurs: Provided， 
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白
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B
E
E
8
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E
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σ
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

故
意
も
し
く
は
知
り
な
が
ら
、
直
接
も
し
く
は
間
接
的
に
、
移
民
帰
化
局
係
官
に
よ
る
適
切
な
認
定
が
な
い
、
ま
た
は
本
章
の
規
定
も

し
く
は
移
民
お
よ
び
外
国
人
の
追
放
に
関
す
る
他
の
法
律
に
よ
っ
て
合
衆
国
に
法
律
上
入
国
も
し
く
は
在
留
す
る
資
格
が
な
い
外
国
人
乗

組
員
を
含
む
外
国
人
が
、
合
衆
国
へ
入
国
す
る
こ
と
を
奨
励
も
し
く
は
勧
誘
す
る
、
も
し
く
は
奨
励
も
し
く
は
勧
誘
す
る
こ
と
を
企
て
る

こ
と
は
、
重
罪
に
処
す
も
の
と
す
る
。
そ
の
場
合
判
決
に
基
づ
き
本
各
項
の
違
反
に
か
か
わ
る
外
国
人
一
名
に
つ
き
二

0
0
0
ド
ル
を
超

え
な
い
科
料
も
し
く
は
五
年
を
超
え
な
い
期
間
の
禁
固
刑
、
ま
た
は
そ
の
両
刑
を
併
科
す
る
。
た
だ
し
、
本
条
の
目
的
に
鑑
み
て
、
雇
用

(7) 

は
蔵
匿
を
構
成
す
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

(
雇
用
に
関
す
る
通
常
の
慣
行
お
よ
び
標
準
的
慣
行
を
含
む
)

つ
ま
り
移
民
法
第
二
七
四
条

(
a
)
(
4
)
の
z
p
c
i
♀邑咽

}54宅
空
白
円
。

z
以
下
で
「
本
条
に
関
し
て
は
、
雇
用
は
蔵
匿
を
構
成
す
る
と
は
み

な
さ
れ
な
い
」
と
い
う
例
外
規
定
を
施
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
司
思
ハ
〉
ω
句
史
)
〈
目
。
と
称
さ
れ
、
不
法
入
国
と
違
法
雇
用
を

誘
発
す
る
制
度
的
欠
陥
部
分
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
規
定
の
仕
方
で
は
罪
罰
の
公
平
な
分
配
に
欠
け
る
し
、
不
法
移
民
の
雇
用
を
防
ぎ
よ
う

宝

?

、
a
o

，刀ゅん
O

し
合
衆
国
へ
の
不
法
入
国
者
の
流
入
は
な
お
も
続
い
て
い
た
。

つ
ま
り
不
法
入
国
者
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
え
う
ま
く
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
不
法
入
国
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
が
、
そ
の
数
と
規
模
を
考
え
れ
ば
完
全
国
境
管
理
体
制
が
可

北法54(3・47)801

能
だ
と
は
呈
∞
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

HZω

当
局
は
、
雇
用
主
と
資
格
外
労
働
者
と
の
両
方
に
効
果
的
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
与
え
る
法
制
度
と
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

が
必
要
だ
と
い
う
現
場
の
要
求
を
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
に
突
き
つ
け
た
。



説

し
か
し
小
委
員
会
は
両
罰
規
定
を
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
。

~b. 

"岡

議
長
ロ
デ
イ
ノ
を
筆
頭
に
し
て
小
委
員
会
委
員
ら
は
入
国
し
て
来
る
外
国
人
側
に
現
行
法
の
規
定
以
上
の
罰
則
を
新
た
に
与
え
る
こ
と
は

(8) 

ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
て
い
た
。
不
法
入
国
者
は
不
法
入
国
の
答
で
、
不
法
滞
在
者
は
不
法
在
留
の
答
で
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
受
け
れ
ば
よ

い
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
現
行
法
で
対
応
可
能
で
あ
る
。
現
行
法
を
よ
り
効
果
的
に
運
用
で
き
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
工
夫

す
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
。

就
労
資
格
に
反
す
る
外
国
人
の
行
為
を
規
制
し
、
違
反
者
に
刑
罰
を
認
す
旨
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
違
法
就
労
と
い
う
社
会
構
造
を
黙
認

な
い
し
追
認
し
て
き
た
移
民
立
国
ア
メ
リ
カ
社
会
に
少
な
か
ら
ぬ
波
紋
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
資
格
外
労
働
に
従
事
す
る
不
法
入
国
/
在

留
者
ら
は
、
労
働
現
場
で
あ
る
種
の
搾
取
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
外
国
人
に
重
ね
て
金
銭
的
刑
罰
を
課
す
よ
う
な
経
済

(
9
)
 

的
追
い
撃
ち
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
小
委
員
会
の
立
法
に
対
す
る
そ
の
時
点
で
の
方
針
だ
っ
た
。

(
叩
)

芝
ω
の
地
方
局
参
事
官
も
、
雇
用
主
側
に
だ
け
資
格
外
雇
用
の
魯
で
罰
則
を
与
え
る
立
法
案
に
同
調
し
た
。
公
聴
会
の
席
上
あ
る
参
事
官

(
日
)

は
「
雇
用
主
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
行
政
上
の
過
料
(
邑

E
B寄
邑

5
E
m
)
形
式
が
望
ま
し
い
」
と
発
言
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
小

委
員
会
委
員
で
あ
る
下
院
議
員
ゼ
イ
ベ
リ
ン
グ

2
0
5
4
m
∞
巴
回
明
白
』

z
g
は
雇
用
主
へ
刑
事
制
裁
を
適
用
し
た
場
合
の
抑
止
効
果
を
疑

問
視
す
る
見
解
を
示
し
、
そ
れ
よ
り
も
行
政
上
の
過
料
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
雇
用
主
の
持
つ
違
法
な
雇
用
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
減
ら
す
ほ
う

が
ふ
さ
わ
し
い
と
主
張
し
は
じ
め
る
。

(三)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
〉
回
U
N
∞

こ
の
時
期
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
も
州
制
度
と
し
て
・
6
5
1
0苫

:
g
n
g三
(
雇
用
主
制
裁
制
度
)
3

の
導
入
を
検
討
し
て
い
た
。
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
一
九
六

O
年
時
点
で
失
業
者
数
五
九
五
、

0
0
0
入
、
失
業
率
七
・
四
%
を
記
録
し
て
い
た
。
失
業
の
原
因
は
不
法
入
国

jヒ法54(3・48)802



者
の
違
法
な
就
労
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
矛
先
は
主
に
資
格
外
労
働
に
関
与
す
る
メ
キ
シ
コ
人
ら
に
向
け
ら
れ
た
。

*
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
E
n
自
立
♀
R
Z
5
5
R・
に
は
刑
事
罰
則
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
制
定
経
過
に
お
い
て
も
刑
事
罰
は
重

要
な
制
度
と
し
て
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
同
制
度
に
関
し
て
か
6
5
1。
百
円
回
目
2
5ロ3
と
そ
の
ま
ま
表
記
し
、
訳
語
は
括
弧
付
き

〈
懲
罰
〉
を
使
わ
ず
雇
用
主
制
裁
制
度
と
し
て
お
く
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

E
伺

B
立
。
苫
同
国
B
2
5ロ
z
を
法
案
化
し
た
州
下
院
法
案
〉
回
(
吉
田
町
5
2可
田
口
)
凶
M

∞
は
一
九
七
一
年
早
々
州
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
州

(ロ)

議
会
の
権
限
レ
ベ
ル
で
は
移
民
に
関
係
す
る
法
律
を
独
自
に
制
定
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
〉
回
U
M
∞
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
労
働
法

(
E
Z円

の
【
》
色
町
)
に
付
加
さ
れ
る
形
で
立
案
さ
れ
た
。

同
法
案
は
、
使
用
者
が
合
衆
国
内
に
法
的
な
在
留
資
格
の
な
い
外
国
人
と
知
り
つ
つ
そ
の
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
ま
た

使
用
者
が
合
理
的
な
試
問
に
よ
っ
て
社
会
保
障
登
録
カ

l
ド
の
不
所
持
と
い
っ
た
合
衆
国
内
に
在
留
す
る
法
的
地
位
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か

な
者
を
、
直
接
も
し
く
は
代
理
人
を
通
じ
て
雇
用
す
る
こ
と
も
禁
止
し
た
。
使
用
者
を
代
理
し
て
雇
用
す
る
代
理
人
、

ブ
ロ
ー
カ
ー
、
紹
介

業
者
も
使
用
者
と
同
一
と
見
な
さ
れ
る
。

規
定
の
詳
細
は
後
述
し
、
こ
こ
で
は
罰
則
制
度
の
要
点
だ
け
を
述
べ
る
。

ま
ず
違
反
雇
用
に
関
与
し
た
使
用
者
に
は
一
違
反
に
つ
き
一

0
0
ド
ル
か
ら
五

0
0
ド
ル
ま
で
の
範
囲
内
で
、
在
留
資
格
を
確
認
せ
ず
に

外
国
人
を
雇
用
し
た
使
用
者
に
は
一
違
反
に
つ
き
一

0
0
ド
ル
か
ら
一
一
五

0
ド
ル
ま
で
の
範
囲
内
で
過
料
(
出
口
立
が
課
せ
ら
れ
る
。
代
理

人
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
紹
介
業
者
の
場
合
は
一
違
反
に
つ
き
二
五

0
ド
ル
か
ら
一

0
0
0
ド
ル
ま
で
の
範
囲
内
で
の
過
料
額
へ
と
広
が
る
。
そ

(
日
)

し
て
こ
れ
ら
の
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
民
事
訴
訟

(
2
2
Z
n
g旦
に
よ
る
執
行
を
妨
げ
な
い
と
の
規
定
が
用
意
さ
れ
た
。

北法54(3・49)803

〉
回
凶
誌
の
提
唱
者
ア

l
ネ
ッ
ト
(
ロ
貝
ω

。z
〉

m
Z開
、
同
叶
)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
下
院
議
員
は
、
連
邦
議
会
の
「
移
民
に
関
す
る
小



説

の
公
聴
会
の
席
上
、
州
法
の
違
反
者
に
刑
事
罰
を
採
用
せ
ず
行
政
上
の
過
料
を
規
定
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

委
員
会
」

=-D. 
品冊

「
州
の
労
働
関
係
部
(
吾
白
色

8
E
g
m
E
E
F
Z
E
E・g
-
E邑
。
口
問
)
に
は
、
労
働
法
典
に
規
定
さ
れ
る
威
力
的
な
刑
事
責
任
を
完
全
に
(
使

用
者
に
対
し
て
)
求
め
る
執
行
力
が
現
時
点
で
備
わ
っ
て
い
な
い
。
:
・
労
働
関
係
部
の
執
行
力
が
限
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
な
ら
、
頼

(
凶
)

る
べ
き
も
の
は
市
民
の
力

(
n
E
N
g
〆
P
R
g
)
1
い
わ
ば
法
の
力
ー
で
あ
る
。
」

「
市
民
の
力
」
は
含
み
の
強
い
表
現
で
あ
る
。
ア
1
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
州
労
働
行
政
は
〉
W
U
M
∞
の
立
法
化
に
よ
っ
て
資
格
外
の
違
法
雇

用
を
捜
査
し
摘
発
す
る
根
拠
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
違
反
者
に
刑
事
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
そ
う
と
す
れ
ば
、
行
政
は
刑
事
法
廷
に
お

け
る
厳
格
手
続
を
想
定
し
て
、
証
拠
収
集
を
念
入
り
に
行
い
立
件
お
よ
び
訴
訟
過
程
に
参
加
す
る
負
担
を
強
い
ら
れ
る
。
刑
事
犯
に
関
す
る

専
門
捜
査
機
関
す
な
わ
ち
警
察
の
捜
査
活
動
な
ど
と
比
べ
て
、
労
働
行
政
当
局
に
そ
の
よ
う
な
能
力
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

他
方
民
事
法
廷
で
違
反
者
に
過
料
の
支
払
を
求
め
る
場
合
は
、
原
告
行
政
当
局
側
の
手
続
的
負
担
は
相
当
軽
減
さ
れ
る
。
し
か
も
迅
速
な

エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
期
待
で
き
る
う
え
、
陪
審
裁
判
を
選
択
す
れ
ば
市
民
の
参
加
を
名
目
に
し
て
行
政
の
悟
越
と
い
う
批
判
を
回
避
す

(
日
)

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

〉回凶
M
∞
は
の
ち
に
立
法
化
に
成
功
し
、
州
法
レ
ベ
ル
の
・
6
2
1
0可
2
8
R
E
R・
の
先
駆
的
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
州
法
の
制
度
が
の

ち
に
厄
介
な
問
題
を
起
こ
す
こ
と
を
当
時
は
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
。
だ
が
一
九
七
一
年
当
時
の
ア
l
ネ
ッ
ト
の
陳
述
意
見
と
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
の
立
法
の
成
功
は
、
連
邦
議
会
に
、
特
に
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

個)

「
移
民
に
関
す
る
小
委
員
会
」

の
意
向

(2)

北法54(3・50)804
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説

を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
外
国
人
登
録
証
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
問
い
た
だ
す
こ
と
を
せ
ず
に
外
国
人
を
雇
用
し
た
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
何
時
に
で
も
そ
の
事
実
は
、
外
国
人
が
法
律
に
違
反
し
て
合
衆
国
内
に
居
留
し
た
こ
と
を
訴
訟
被
告
人
が
知
つ

(
口
)

て
い
た
と
い
う
証
拠
(
訴
訟
に
提
出
さ
れ
る
証
拠
と
な
る
こ
と
を
考
慮
し
た
証
拠
)
に
な
る
も
の
と
す
る
。

論

こ
の
条
文
に
よ
り
移
民
法
に
違
反
し
て
い
る
と
知
り
な
が
ら
外
国
人
を
雇
用
す
る
雇
用
主
に
は
、
豆
〉
申
出
品
(
白
)
項
が
規
定
す
る
「
蔵
匿
」

犯
と
し
て
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
受
け
な
い
も
の
の
、
新
た
に
司
法
長
官
(
〉
5
5
3

。gmE)
が
提
起
す
る
民
事
訴
訟
(
丘
三

-
R
gロ
)
に

よ
っ
て
決
定
し
た
賠
償
額
宣
告
gmg)
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

委
員
達
は
金
銭
制
裁
の
行
政
手
続
的
性
質
の
有
効
性
を
理
解
し
、
こ
れ
を

Eos-。
宮
門
出

gnto弓
と
し
て
積
極
的
に
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
白
河
・
出
回
の
段
階
で
は
、
行
政
制
裁
(
丘
三
宮
口
包
ミ
/
丘
三
出
口
町
)
で
は
な
く
、
形
式
上
行
政
庁
が
被
っ
た
損
害
(
広
告
gmg)
の

補
填
に
名
を
借
り
た
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
と
な
っ
て
い
た
。
前
後
し
て
連
邦
議
会
下
院
議
員
デ
ニ
ス

(
ロ
〉
〈

5
2
0巴
4
沼
田
)

連
邦
法
が
違
法
な
資
格
外
雇
用
を
軽
罪
(
呂
田
色
0
5
2
5
5
と
し
て
、
行
政
の
支
援
に
よ
っ
て
一

0
0
0
ド
ル
を
越
え
な
い
過
料
(
出
口
町
)
も

(
凶
)

し
く
は
一
年
を
越
え
な
い
禁
固
軽
(
百
吉
田

g
B
g円
)
、
ま
た
は
そ
の
両
方
を
制
裁
の
内
容
と
す
る
修
正
案
を
表
明
し
て
い
た
。

つ
ま
り
連

邦
法
と
し
て
刑
事
規
制
の
導
入
を
完
全
に
否
定
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
悶
)

使
用
者
団
体
の
代
表
は
早
速
国

-m-出
回
に
対
し
て
公
聴
会
で
反
対
声
明
を
あ
げ
た
。
雇
用
主
が
採
用
に
あ
た
っ
て
外
国
人
に
就
労
資
格

が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
「
知
っ
て
い
る
」
か
ど
う
か
は
現
実
的
な
判
断
基
準
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
刑
事
規
制
に
反
対
し
罰
則
部
分
の
削

除
を
求
め
た
。
雇
用
主
は
書
式
書
面
に
熟
知
し
て
い
る
筈
も
無
く
、
例
え
ば
季
節
農
業
労
働
者
を
農
場
近
く
で
調
達
し
よ
う
と
い
う
と
き
、

労
働
者
が
グ
リ
ー
ン
カ

I
ド
(
永
住
許
可
証
)
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
さ
で
ま
た
コ
ミ
ュ

l
タ

l
グ
リ
ー
ン
カ

l
ド
(
通
勤
入
国
証
)
を
も
っ

て
い
る
の
か
雇
用
主
は
分
か
り
っ
こ
な
い
し
、
提
示
さ
れ
て
も
判
別
が
付
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

北1;1;54(3・52)806
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し
か
し
議
員
デ
ニ
ス
は
論
駁
し
た
。
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
雇
用
を
法
で
定
義
す
る
「
罪
」
と
し
た
場
合
、
一
雇
用
主
ら
は
も
は
や
そ

(
初
)

の
「
罪
」
自
体
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
反
対
し
な
い
こ
と
に
デ
ニ
ス
は
気
が
付
い
た
。
そ
こ
で
刑
事
規
制
で
は
な
く
行
政
制
裁
(
巳
忌

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

宮

E
S
)
が
一
つ
の
代
替
案
で
あ
る
こ
と
を
使
用
者
団
体
側
に
伝
え
た
。
だ
が
デ
ニ
ス
自
身
も
こ
の
行
政
制
裁
の
機
能
を
充
分
に
理
解
し
て

い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
デ
ニ
ス
は
「
行
政
制
裁
な
ら
ば
労
働
者
個
人
が
訴
訟
を
提
起
し
、
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
趣

(
幻
)

旨
の
発
一
一
一
一
口
を
し
て
い
た
。
し
か
し
審
議
過
程
で
は
条
文
上
の

E
E
Bお何回
3

が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
誰
が
い
か
な
る
名
目
で

E含
'

ヨ
同
問
。
∞
3

を
請
求
で
き
る
の
か
明
ら
か
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
と
ロ
ス
の
公
聴
会
終
了
時
点
で
、
小
委
員
会
の
意
向
お
よ
び
方
針
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
不
法
移
民
の
就
労
と
不
法
移
民
の
雇
用
を
統
制
す
る
法
政
策
を
遂
行
す
る
に
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
有
効
ら
し
い
と
い
う
基

本
路
線
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
雇
用
資
格
の
な
い
外
国
人
と
知
っ
て
い
な
が
ら
違
法
に
雇
用
す
る
使
用
者
側
に
行
政
制
裁
ま
た
は
刑
事
制

裁
、
も
し
く
は
そ
の
両
方
を
与
え
る
と
い
う
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
策
定
す
る
こ
と
、
お
よ
び
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
移
民
法
を
修
正

(
辺
)

す
る
形
式
で
立
法
化
し
、
移
民
法
体
系
下
に
組
み
込
む
こ
と
の
こ
点
が
基
本
構
造
と
し
て
確
認
さ
れ
た
。

移
民
政
策
に
関
係
す
る
上
下
両
院
各
担
当
小
委
員
会
は
、
こ
の
基
本
構
造
が
は
た
し
て
不
法
入
国
者
を
抑
制
し
、
外
国
人
と
雇
用
主
双
方

の
違
法
な
雇
用
/
就
労
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
逓
減
さ
せ
、
資
格
外
一
雇
用
を
規
制
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
制
度
の
運
営
上
ど
ん
な
問
題
が
あ

(
お
)

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
以
降
の
公
聴
会
を
継
続
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

北j去54(3・53)807

(11) 

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
案
(
1
)
l
行
政
制
裁
の
形
成
期

国

-m-M凶
M∞
が
提
案
し
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
す
る
公
聴
会
が
終
了
し
た
後
、
第
九
二
議
会
会
期
中
の
一
九
七
二
年
八
月
、
ロ
デ
イ
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Provided， That an employer，児島町er，or agent shall not be de巴medto have violated this subsection if he has made a bona fide 

inquiry whether a person hereafter employed by him is a citizen or an alien， and if an alien， whether he is lawfully admitted to the 
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Provided further， That evidence establishing that the employer， refe汀er，or agent has obtained from the person employed or 

referred by him a sign巴dstatement in writing that such person is a citizen of the United States or that such person is an alien 

lawfully admitted for permanent residence or is an alien authorized by the Attomey General to accept employment， shall be 
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(2) 1仁onevidence or information he deems persuasive， the Attorn巴yGeneral concludes that an employer， agent， or referrer has 

violated the provisions of paragraph (1)， the Attomey General serve a citation on the巴mployer，agent， or referrer informing him 
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(3) If， in the proceeding initiated within two years after service of such citation， the Attomey General finds that any employer， 話雇

agent， or refe汀erupon whom such citation has been s巴rvedhas ther巴afterviolated the provision of paragraph (1)， the Attomey 

General shall assess a penalty of not more than $500 for each alien employed in violation of paragraph (1). 
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(4) A civil penalty shall be assessed by the Attomey General only after the person charged with the violation under paragraph 

(3) has been given an opportunity for a hearing and the Attomey General has determined that a violation did occur， and the 

amount of the penalty which is warranted. The hearing shall be of record and conducted before an immigration officer designated 

by the Attomey General， individually or by regulation. The proceedings shall b巴conductedin accordance with such regulations 

as the Attomey General shall prescribe and the procedure so prescribed shall be the sole and exclusive procedure for determining 

the assessment of a civil penalty under this subsection. 
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(5) If the person against whom a civil penalty is assessed fails to pay the penalty within the time prescribed in such order， the 

Attomey General shall file a suit to collect the amount assessed in加 yappropriate district court of the United States. In any such 

suit or in any other suit seeking to review the Attomey General's determination， the suit shall be determined solely upon the 

administrative record upon which the civiI penalty was assessed and the Attomey General's findings of fact， if supported by 

substantial evidence on the record considered as a whole， shall be conc1usive. 
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(c) Any employer or person who has been assessed a civil penalty under subsection (b)(3) which has become final and 
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thereafter violates subsection (b)(l) shall be guilty of a misdemeanor and upon conviction thereof shalI be punished by a fine not 

巴xceeding$1，000， or by imprisonment not exce巴dingone year， or both， for each alien in respect to whom any violation of this 

subsection occurs. 
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説

こ
れ
に
よ
り
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
と
知
り
な
が
ら
雇
用
す
る
こ
と
は
移
民
法
の
体
系
下
で
違
法

(E-gE)
と
明
示
さ
れ
、
違
反

者
に
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
雇
用
主
は
、
労
働
者
に
就
労
資
格
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
ろ
う

吾6.
両岡

と
真
撃
に

(gEEm)
努
力
を
傾
け
た
場
合
は
、
行
政
制
裁
の
適
用
や
刑
事
責
任
を
免
れ
る
。

す
な
わ
ち
新
規
定
盟
〉
出
品
(

σ

)

(
】

)n
・
凶
(
新
宮
〉
第
二
七
四
条
第

(
b
)
(
1
)
項
第
三
段
)
に
よ
れ
ば
、
雇
用
に
際
し
て
雇
用
主
が
外
国

人
の
就
労
資
格
を
書
面
で
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
定
引
の
書
式
を
行
政
側
が
用
意
す
る
の
で
、
雇
用
主
は
こ
の
書
式
を
使
用

す
れ
ば
法
的
義
務
を
順
守
し
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
。

加
え
て
同

(
b
)
(
4
)
お
よ
び
同

(
b
)
(
5
)
で
は
、
違
反
者
が
行
政
制
裁
の
支
払
を
拒
絶
し
た
場
合
、
行
政
制
裁
金
額
の
決
定
に
関

す
る
証
拠
法
を
規
定
す
る
。
行
政
側
の
制
裁
決
定
金
額
を
再
審
査
す
る
際
、
行
政
庁
の
聴
聞
過
程
に
お
い
て
も
、
ま
た
裁
判
所
に
よ
る
民
事

訴
訟
過
程
に
お
い
て
も
原
則
と
し
て
行
政
側
が
収
集
し
た
証
拠
を
も
と
に
法
律
判
断
の
み
を
行
う
よ
う
定
め
ら
れ
た
。

第
二
に
、
法
案
国
・

-PE--∞
は
三
段
階
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
た
。
三
段
階
と
い
っ
て
も

行
政
、
民
事
、
刑
事
制
裁
と
い
う
単
純
な
凶

6
2
4
で
は
な
い
。

ま
ず
雇
用
主
が
違
法
な
資
格
外
雇
用
に
関
わ
っ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
が
初
め
て
の
違
反
(
白
星
〈

FOE-。
ロ
)
な
ら
ば
、
司
法
長
官
(
岳
町

は
雇
用
主
に
法
律
違
反
に
関
与
し
た
こ
と
を
注
意
す
る
警
告
書

(
2
g
gロ
)
を
発
行
し
、
雇
用
主
に
送
付
す
る
。
初
回

の
違
反
は
警
告
止
ま
り
で
、
実
質
ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

雇
用
主
が
サ
イ
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
発
行
後
二
年
以
内
に
続
け
て
違
法
雇
用
に
関
与
し
た
場
合
、
司
法
長
官
は
一
無
資
格
労
働
者
に
つ
き
五

0

0
ド
ル
を
こ
え
な
い
行
政
制
裁

(nz-官
E-Q)
を
雇
用
主
に
課
す
。
雇
用
主
が
行
政
制
裁
を
課
さ
れ
た
後
も
、
違
法
雇
用
に
関
与
し
つ
づ

hz。B
4
0
2
n『
包
)

け
て
い
た
場
合
、
無
資
格
者
一
人
に
つ
き
一
、

0
0
0
ド
ル
の
行
政
制
裁
も
し
く
は
一
年
以
内
の
拘
禁
刑
、
ま
た
は
そ
の
両
方
の
処
分
を
雇

明
王
に
付
す
。
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議
員
ロ
デ
イ
ノ
は
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
外
国
人
の
入
国
と
就
労
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
そ
れ
に
合
衆
国
に
い
る
雇
用
主
ら
の
違
法
雇
用
の

イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
両
方
抑
制
し
、
合
衆
国
社
会
、
と
り
わ
け
労
働
市
場
に
対
す
る
不
法
移
民
の
悪
影
響
(
白
骨

g刊
O
F
E
を
減
ら
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

不
法
移
民
が
合
衆
国
の
労
働
者
の
一
雇
用
機
会
を
圧
迫
し
、
賃
金
を
抑
圧
し
て
い
る
と
い
う
言
説
に
対
し
て
疑
問
を
提
示
す
る
勢
力
が
、
連

邦
議
会
の
内
外
で
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
の
反
対
姿
勢
を
明
確
に
し
始
め
て
い
た
。
し
か
し
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
言
説
の
数
理
的
実

証
を
論
じ
て
い
る
暇
は
な
か
っ
た
。
ロ
デ
イ
ノ
を
含
め
た
小
委
員
会
の
大
方
の
意
向
は
、
早
急
な
立
法
化
と
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
早
期

実
施
で
あ
っ
た
。

同
年
九
月
一
一
一
日
、

法
案

Z-m-
岳
-
∞
は
下
院
司
法
委
員
会
に
(
』
E
E
E一
向
。

E
E
5
0
)
再
付
託
さ
せ
る
こ
と
で
下
院
を
通
過
し
た
。

し
か
し
こ
の
法
案
に
関
す
る
上
院
の
対
応
は
な
か
っ
た
。

伏)

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
案

(2)
ー
行
政
制
裁
の
議
会
内
支
持
に
向
け
て

上
院
の
無
反
応
と
い
う
対
応
に
め
げ
ず
、
下
院
で
は
翌
一
九
七
三
年
、
小
委
員
会
議
長
ロ
デ
イ
ノ
の
名
で
法
案

Z-m-這
N

が
上
程
さ
れ
た
。

国

-m・。∞
N

は
不
法
に
入
国
し
滞
在
す
る
外
国
人
が
社
会
保
障
法

(
ω
2
E
p
gュ
々
〉

2)
に
基
づ
く
公
的
扶
助
言

2
2
g
g
)
を
得
て
い
た

場
合
、
健
康
、
教
育
及
び
社
会
保
障
省
(
同
5
0
8
E
5
2
2『
Z
E
Z
F
E
R
E
Z
O
F
E
E
ぞ
m-P5)
は
そ
う
し
た
給
付
を
差
し
止
め
る
よ
う

規
定
す
る
点
で
、
前
年
の
法
案
と
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
不
法
入
国
す
る
外
国
人
の
輸
送
航
送
責
任
を
定
め
た
修
正
室
〉

案
を
撤
廃
し
た
。

jヒ法54(3・59)813

間一
N
斗
品
(
円
】
)
(
戸
)
t
(
N
)

(
お
)

行
政
制
裁
に
関
す
る
規
定
は
法
案

Z-m・5
-
∞
∞
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
あ
る
。



説

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
法
違
反
者
た
る
使
用
者
に
与
え
ら
れ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
で
あ
り
、
行
政
庁
が
運
用
す
る
制
度
で
あ
る
。
使

号也
開聞

用
者
と
行
政
庁
の
双
方
に
立
法
の
目
的
理
解
が
な
け
れ
ば
立
法
自
体
覚
束
な
い
。
小
委
員
会
は
公
聴
会
を
通
じ
行
政
側
か
ら
ふ
ん
だ
ん
に
意

見
を
聴
取
し
た
。
し
か
し
使
用
者
側
に
は
そ
れ
ほ
ど
参
考
人
と
し
て
の
意
見
聴
取
を
期
待
せ
ず
、
何
故
か
労
働
組
合
側
の
代
表
を
招
鴨
し
そ

ア
メ
リ
カ
社
会
を
代
表
す
る
格
好
の

の
反
応
を
う
か
が
お
う
と
し
た
。
労
働
組
合
側
は
も
ち
ろ
ん
使
用
者
側
の
代
弁
者
で
は
な
か
っ
た
が
、

参
考
人
で
あ
っ
た
。

行
政
側
は
お
お
む
ね
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
賛
成
し
た
。
だ
が
司
法
省
と
移
民
帰
化
局
は
、

-
Z〉
抑

M
吋
品
(
と
と
き
の
両
方
、

つ
ま
り

違
法
な
外
国
人
の
蔵
置
や
輸
送
に
加
担
し
、
そ
の
上
で
雇
用
に
関
与
す
る
一
雇
用
主
ら
に
ど
の
よ
う
に
法
を
適
用
し
て
い
く
の
か
を
懸
念
し
て

(
幻
)

い
た
。
さ
ら
に
は
新
規
定
に
よ
る
書
類
作
成
の
形
骸
化
を
憂
慮
し
た
。
書
類
確
認
制
度
が
労
働
者
の
就
労
資
格
を
確
認
し
た
旨
の
書
面
書
式

の
作
成
を
使
用
者
に
求
め
た
と
し
て
も
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
し
か
関
心
が
な
く
、
表
面
的
に
書
類

上
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
る
結
果
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
移
民
帰
化
局
は
想
像
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
行
政
側
は
E
m
B
立
♀
2
g
R
'

き
ロ
z
を
支
持
す
る
も
の
の
、
そ
の
条
文
規
定
と
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
制
度
の
構
想
不
備
に
苦
言
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
移
民
帰
化
局
は
、
こ
れ
ま
で
外
国
人
の
入
国
拒
否
処
分
手
続

(OE-52
勺

B
R
a
s開
)
と
退
去
強
制
手
続
(
号
吉
見
S
S
Z
R
'

(
お
)

z
m
)
を
、
行
政
手
続
法
(
〉
p
p一〉色
RMS-∞
S
E
g
p
o
n
a
z円
四
〉
円
円
)
が
定
め
る
手
続
規
制
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
行
っ
て
き
た
。
新
し
く
雇

用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
運
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
つ
の
行
政
庁
内
部
に
行
政
手
続
法
に
従
っ
て
公
務
を
遂
行
す
る
者
と
従
わ
な
く
て
も

よ
い
者
が
混
在
す
る
。
そ
れ
が
局
内
の
運
営
上
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

し
か
し
行
政
側
の
主
張
す
る
問
題
点
は
お
お
よ
そ
現
末
な
も
の
ば
か
り
と
言
え
た
。

労
働
組
合
側
(
〉
戸
内

5
一〉

5
0
2
S
F骨
量
芯
ロ
え

C
Z
2ロ
を
け
C
ロ関門伺回目。片岡ロ

SEas-

。GE
B
E
g
p
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
産
別
会

(
明
日
)

議
)
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
導
入
に
歓
迎
の
意
向
を
示
し
た
。
違
法
雇
用
の
減
少
に
よ
っ
て
合
衆
国
市
民
た
る
労
働
者
の
雇
用
機
会
が
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

広
が
り
、
賃
金
水
準
の
低
下
に
歯
止
め
が
掛
か
る
の
だ
か
ら
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
非
難
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
サ
ン

ク
シ
ヨ
ン
制
度
全
体
が
柔
軟

(
E
E
す
ぎ
て
、
法
の
威
力
と
い
う
点
で
劣
る
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
た
。
組
合
側
は
む
し
ろ
雇
用
主
〈
懲

(
初
)

罰
〉
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
労
働
者
へ
の
不
公
平
な
取
り
扱
い
を
懸
念
し
て
い
た
。
だ
が
法
案
国

-m-混
同
が
合
衆
国
労
働
者
と
外
国
人
労
働

者
と
の
双
方
に
不
公
正
で
差
別
的
な
立
法
案
で
あ
る
と
は
組
合
側
か
ら
断
言
は
し
な
か
っ
た
。
組
合
側
の
総
意
は
、
労
働
組
合
員
が
優
先
的

に
活
躍
で
き
る
健
全
な
合
衆
国
労
働
市
場
が
維
持
管
理
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
問
題
を
共
有
し
、
と
き
に
連
帯
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

外
国
人
は
外
国
人
で
あ
り
、
外
国
人
は
労
働
者
で
あ
っ
て
も
組
合
員
で
は
な
い
と
い
う
の
が
組
合
側
の
本
音
だ
と
言
え
た
。

法
案

Z
・岡山・混
ω
は
一
九
七
三
年
五
月
下
院
を
通
過
し
た
。
だ
が
ま
た
し
て
も
上
院
の
対
応
は
な
か
っ
た
。

下
院
は
法
案
国

-m-混
ω
を
次
の
第
九
四
会
期
に
送
致
し
「
移
民
、
市
民
権
、
国
際
法
に
関
す
る
下
院
司
法
小
委
員
会
」
に
付
託
し
た
。

(七)

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
案

(3)

下
院
内
に
お
け
る
立
法
運
動
の
限
界

公
聴
会
で
聴
取
さ
れ
た
参
考
人
ら
の
意
見
は
、
順
当
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
修
正
案
へ
と
反
映
さ
れ
た
。
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
れ

ば
そ
れ
に
応
じ
て
修
正
案
が
す
ぐ
に
準
備
さ
れ
、
欠
陥
は
直
ち
に
正
さ
れ
る
と
い
っ
た
法
整
備
過
程
が
下
院
内
の
各
小
委
員
会
で
継
続
し
た
。

他
方
で
上
院
司
法
委
員
会
で
は

E
m
g
立
♀
2
8
R
E
E
-
-
法
案
の
審
議
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
に
内
在
す

る
問
題
で
は
な
く
、
多
分
に
外
在
的
な
問
題
が
理
由
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
農
業
界
は
労
働
力
単
価
の
安
い
メ
キ
シ
コ
系
外
国
人
の
違
法
一
雇
用
と
い
う
依
存
体
質
か
ら
脱
却
で
き
ず
に
い
た
。
新
移
民
法
は

安
価
な
労
働
力
の
流
入
を
途
絶
し
、
事
業
の
遂
行
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
法
案
反
対
と
い
う
農
業
界
の
政
治
的
圧
力
は
と

(
幻
)

り
わ
け
上
院
に
強
く
作
用
し
た
。

農
業
界
以
外
の
産
業
界
は

Eos-。
吉
『
窓
口
n
g
R
・
に
中
立
的
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
農
業
界
以
外
に
進
出
し
た
〈
移
民
〉
が
比
較
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説

的
小
規
模
な
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
労
働
力
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
産
業
界
は
あ
え
て
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
必
要
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

論

ア
メ
リ
カ
の
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
派
は
、
合
衆
国
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
市
民
が
新
法
に
よ
っ
て
よ
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
る
事
態
を
恐
れ
た
。

(
辺
)

雇
用
主
が
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
恐
れ
る
あ
ま
り
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
市
民
の
雇
用
を
忌
避
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
訳
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ

ル
派
も
ま
た
新
移
民
法
の
政
治
的
障
壁
を
形
成
し
た
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
上
院
が
持
つ
独
特
の
人
権
擁
護
気
風
が
、

Ens-γ

-
O可

m
Z
S
2
5
R・
の
審
議
を
阻
ん
だ
。

し
か
し
下
院
内
に
お
け
る
立
法
努
力
は
続
い
た
。

一
九
七
五
年
二
月
三
月
、
法
案
国

-m・。∞
M

に
関
し
て
「
移
民
、
市
民
権
、
国
際
法
に
関
す
る
下
院
司
法
小
委
員
会
」
が
公
聴
会
を
開
催
し

た
。
小
委
員
会
議
長
は
ア
イ
ル
パ

l
グ
(
己
ω
z
d〉
田
口
出

c
m
g
が
務
め
た
。
公
聴
会
の
参
考
人
は
、
下
院
各
議
員
、
司
法
、
労
働
、

社
会
保
障
省
と
い
っ
た
行
政
府
の
役
人
、
〉
目
、
口
。
の
役
員
、
そ
し
て
宗
教
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
団
体
関
係
者
と
先
の
公
聴
会
の
参
考
人
よ
り

も
広
範
囲
に
、

の
べ
一
二
O
人
に
及
ん
だ
。

議
長
ア
イ
ル
パ

l
グ
は
法
案
国
・
見
。
巴
が
差
別
的
な
法
案
で
な
い
こ
と
、
外
国
人
の
退
去
強
制
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
雇
用
主

(
お
)

に
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
な
活
動
を
強
制
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
冒
頭
か
ら
宣
言
し
た
。
リ
ベ
ラ
ル
派
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
関
係
者
の
法
案
反
対

運
動
に
先
手
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
世
間
に
ど
う
受
け
取
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
雇

用
主
や
行
政
庁
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
ア
イ
ル
パ

i
グ
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。

だ
が
公
聴
会
に
お
い
て
労
働
力
供
給
問
題
や
人
権
問
題
と
い
っ
た
観
点
で
あ
か
ら
さ
ま
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
自
体
に
反
対
し
た
参
考

(M) 

人
は
い
な
か
っ
た
。
公
聴
会
全
般
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
に
関
し
て
総
論
賛
成
と
い
う
状
況
に
終
始
し
た
。
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

だ
が
各
論
に
な
る
と
様
相
は
一
変
し
た
。
特
に
コ
一
段
階
(
苦
自
自
由
同
呂
田
)
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
は
問
題
だ
と
い
う
参
考
人
意
見
が
多

か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
初
回
の
違
反
に
警
告
書

(
a
E
B
D
)
し
か
与
え
な
い
の
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
と
、
最
終
的
に
刑
事
罰
を
発
動
す
る

(
お
)

の
は
厳
し
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
に
分
か
れ
た
。
他
方
で
行
政
制
裁
に
関
し
て
意
見
を
陳
述
し
た
参
考
人
は
少
な
か
っ
た
。
違
反
者
保
護
の
た

(
お
)

め
の
手
続
保
障
を
い
か
に
確
実
に
す
る
か
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
程
度
だ
っ
た
。

公
聴
会
に
お
け
る
参
考
人
意
見
は
、
一
雇
用
主
が
法
に
則
っ
て
労
働
者
を
雇
用
し
、
同
時
に
〈
懲
罰
〉
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
に
、
労
働

者
の
就
労
資
格
を
確
認
す
る
ス
マ
ー
ト
な
方
法
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
雇
用
差
別
の
誘
発
を
未
然
に
防
ぐ
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
で

(
幻
)

あ
る
と
い
う
論
調
へ
集
束
す
る
。

議
長
ア
イ
ル
パ

l
グ
は
、
不
法
入
国
者
数
の
計
量
問
題
や
、
移
民
帰
化
局
の
執
行
能
力
と
運
営
予
算
に
つ
い
て
関
心
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

公
聴
会
の
会
期
中
に
ア
イ
ル
パ

l
グ
は
新
移
民
法
の
執
行
機
関
が
適
切
な
執
行
予
算
を
配
分
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
法
案
国
・
戸
口
試
を
下
院

(
お
)

に
提
出
し
た
。
新
し
く
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
し
、
不
法
移
民
規
制
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
に
は
財
源
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

だ
が
下
院
に
お
け
る
対
応
の
限
界
も
明
ら
か
だ
っ
た
。は
公
聴
会
で
参
考
人
と
し
て
意
見
陳
述
し
た
際
、
両
ロ
デ
ィ
ノ
法
案
、

下
院
議
員
ホ
ワ
イ
ト
(
宮
内
田
〉
閉

N
u
n・
ぞ
昌
司
開
)

つ
ま
り
法
案

し
た
理
由
は
、
両
法
案
が
農
業
及
び
非
熟
練
労
働
力
の
供
給
策
を
何

声
明
両
】
呈
∞
∞
と
法
案
国
対
・
。
∞
ω
が
と
も
に
上
院
で
立
ち
往
生
(
凹

E-)

(
鈎
)

も
講
じ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
た
。

jヒ法54(3・63)817

(ω) 

一
九
七
四
年
当
時
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、

Eos-。
同
町
『
窓
口
n
Z
0
2
3

の
導
入
に
関
し
て
、
上
院
「
移
民
に
関
す
る
小
委
員
会
(
吾

o
r
E
S

∞ロ

σ
8
5
E
2
8
S
E
E
m『
邑
。
ロ
)
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ケ
ネ
デ
ィ
(
明
。
者
〉
河
口
冨
・
穴
号
室
巴
)
J
R
)

上
院
議
員
は
刑
事
制
裁
を
含
め
な
い

プ
ロ
セ
ス
を
試
案
し
て
い
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
ま
た

E
n
s
-
ε
2
8
R
C
O
R・
の
即
時
施
行
に
よ
っ
て
移
民
行
政
や
雇
用
行
政
に
混
乱
が
生
じ
な



-説

い
よ
う
、
合
衆
国
に
継
続
し
て
何
年
か
不
法
に
在
留
し
て
い
る
外
国
人
に
特
赦
宣
言
吉
田
さ
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

そ
の
小
委
員
会
議
長
で
あ
る
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
(
』
〉
冨
虫
。
・
同
臣
、
口
〉
Z
U
)
上
院
議
員
は
、

d
s立
ミ
q
g
z
n
g
R・
に
全
く
理
解
を
示

告企h

a岡

し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
よ
り
も
安
価
な
労
働
力
の
確
実
な
供
給
策
の
ほ
う
を
重
要
視
し
て
い
た
。
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ

州
選
出
の
サ
ン
ベ
ル
ト
(
由

E
Z
X
)
の
代
議
士
で
あ
っ
た
。

一
九
七
五
年
九
月
、
下
院
司
法
委
員
会
(
吾

o
E
B
B
-
5
m
g
p
Z
E
R百
三

は
修
正
法
案
国
・
戸
当
己
を
議
決
し
下
院
本
会
議
へ
送
致

L

た。
法
案
国
・
見
当
己
は
法
案
戸
戸
。
巴
を
修
正
し
、
す
な
わ
ち
法
案
国

-m-S己
は
、
在
留
資
格
を
変
更
す
る
外
国
人
に
対
し
て
司
法
長
官

(
叫
)

(
号
。
〉

5
5
4
0
g
n
E
)
が
そ
の
変
更
手
続
の
問
、
外
国
人
に
就
労
許
可
を
与
え
る
よ
う
規
定
し
た
。
外
国
人
に
と
っ
て
い
わ
ば
初
め
て

の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
制
度
で
あ
っ
た
。
同
時
に
雇
用
主
に
と
っ
て
は
合
衆
国
内
で
現
に
就
労
中
で
あ
る
外
国
人
の
無
資
格
労
働
者
を
突
然
失
う

事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
手
続
中
、
雇
用
主
に
懲
罰
制
度
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
下
院
内
部
の
支
持
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。
結
局
本
会
議
で
法
案
国

-m-∞
三
凶
の
審
議
は
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(;'¥J 

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
案

(4)
ー
制
度
を
め
ぐ
る
論
点
の
拡
散

(
必
)

一
九
七
四
年
一
二
月
、
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
が
成
立
し
た
。
同
法
は
い
わ
ゆ
る
ク
ル

l
リ
ー
ダ
ー
や
労
働
者
供
給
請
負
人
を

(
必
)

登
録
制
に
し
た
一
九
六
三
年
法
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
主
に
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
を
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
合
衆
国
内
で
農
業
労
働
者
の
供
給
を
請
け
負
う
事
業
者
は
、
申
請
に
よ
り
労
働
長
官
(
神
宮
∞

2
5
R可
え

E
Z司
)
の
発
行
す

る
登
録
証
の
保
持
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
未
登
録
の
ま
ま
供
給
請
負
業
務
に
関
与
し
た
場
合
、
そ
れ
に
登
録
法
再
違
反
の
場
合
に
は
、
最
高

jヒ1土54(3・64)818



(島町司

FEE-
官

E
-
q
z
匂問。ユ
-0・8
0
出
口
町
)
か
っ
、
ま
た
は
最
高
三
年
間
の
禁
固
刑
に
課
せ
ら
れ

一
O
、
0
0
0
ド
ル
の
刑
事
ペ
ナ
ル
テ
ィ

る
。
旧
一
九
六
三
年
法
の
罰
則
は
せ
い
ぜ
い
五
0
0
ド
ル
の
金
銭
罰
(
凶
器
)
だ
っ
た
か
ら
、
罰
則
は
格
段
に
厳
し
く
な
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
及
び
こ
の
法
律
に
根
拠
を
置
く
行
政
規
則
の
違
反
者
に
対
し
て
、
各
違
反
に
つ

(
糾
)

き
一
、

0
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
範
囲
の
行
政
制
裁

(
n
E
-
5
8
3
官

E
S
)
を
課
す
権
限
が
労
働
長
官
に
備
わ
っ
た
。
労
働
行
政
側
は
事

件
ご
と
に
適
切
な
制
裁
手
段
を
選
択
し
て
請
負
人
に
与
え
る
こ
と
で
、
農
業
労
働
者
を
保
護
し
、
か
つ
農
業
界
の
雇
一
用
政
策
/
労
働
市
場
政

策
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
修
正
内
容
は
合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
主
内

c
g
の
勧
告
に
従
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

(
必
)

一
九
七
四
年
法
は
移
民
労
働
者

(
B
G
S去
を
。
『

rg)
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
禁
じ
た
。
移
民

も
う
一
つ
重
要
な
改
正
点
が
あ
る
。

労
働
者
が
、
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
に
適
っ
た
処
遇
を
労
働
者
供
給
請
負
人
に
求
め
た
結
果
、
解
雇
や
賃
金
不
払
い
等
の
差
別
的

(
必
)

取
扱
い
を
被
っ
た
際
は
、
労
働
長
官
に
対
し
て
救
済
抗
告
の
申
立
て
(
巴
町
田

8
5
-
u
E
E
5吾
号
。
∞

2
5
Eミ
)
が
で
き
る
。
労
働
長
官
は
申

立
て
に
よ
り
調
査
を
開
始
し
、
供
給
請
負
人
が
違
法
な
処
遇
を
し
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
労
働
長
官
は
供
給
請
負
人
に
対
し
て
、

(
灯
)

労
働
者
の
復
職
や
パ
ッ
ク
ペ
イ
の
支
払
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。

一
九
七
四
年
法
の
供
給
請
負
人
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
と
立
案
審
議
中
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
構
造
上
同
じ
制
裁
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ

た
。
ど
ち
ら
も
に
し
て
も
行
政
庁
は
シ
ビ
ル
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
柔
軟
性
を
最
大
限
に
行
使
し
て
、
雇
用
政
策
お
よ
び
労
働
市
場
政
策
の
実
効
性

を
最
大
化
す
る
。
悪
質
な
法
律
違
反
に
は
刑
事
罰
が
用
意
さ
れ
る
が
、
通
常
は
シ
ピ
ル
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
い
う
経
済
的
制
裁
に
よ
る
行
政
か
ら

の
善
導
が
施
さ
れ
る
。
雇
用
主
が
刑
事
手
続
上
の
拘
束
を
受
け
た
り
、
許
認
可
の
停
止
取
消
処
分
を
課
せ
ら
れ
た
り
し
て
、
雇
用
契
約
の
履

行
に
障
害
が
生
じ
る
可
能
性
は
少
な
い
。
つ
ま
り
現
に
就
労
中
の
労
働
者
に
は
不
利
益
が
極
力
生
じ
な
い
よ
う
、
雇
用
主
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

が
課
せ
ら
れ
る
。
同
時
に
法
律
違
反
の
雇
用
主
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
適
用
す
る
際
に
は
最
大
限
の
手
続
的
保
護
が
保
障
さ
れ
る
。

北j去54(3・65)819



説

た
だ
請
負
供
給
人
に
与
え
ら
れ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
比
べ
る
と
、
移
民
法
と
し
て
立
案
中
の

E
n
s
-
L
a
q
窓
口
n
E
C
E
-
-
は
雇
用
主
の
初
回
の

論

違
反
に
サ
イ
テ
イ
シ
ヨ
ン
と
い
う
警
告
書
し
か
発
行
し
な
い
点
で
、
雇
用
主
に
と
っ
て
か
な
り
ソ
フ
ト
な
対
応
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え

修
正
移
民
法
案
と
し
て
の
・
6
5
1♀
n
z
S
2
5ロ
=
は
一
向
に
成
立
の
兆
し
が
見
え
な
か
っ
た
。

審
議
の
停
滞
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
っ
た
。
局
所
的
な
雇
用
政
策
お
よ
び
労
働
市
場
政
策
の
問
題
だ
と
し
て
も
、
農
業
労
働
者
供
給
請

負
人
登
録
法
の
成
立
と
施
行
は
、
農
業
界
に
と
っ
て
圧
迫
と
脅
威
だ
っ
た
。
そ
の
う
え
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
成
立
す
れ
ば
、
農
業
界
は

労
働
者
を
い
よ
い
よ
確
保
で
き
な
く
な
る
と
考
え
た
。
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
の
成
立
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
成
立
に
追

い
風
を
吹
か
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
逆
風
と
な
っ
た
。
先
の
ホ
ワ
イ
ト
下
院
議
員
の
指
摘
は
も
っ
と
も
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
上
院
の
意
向
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。

立
法
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
下
院
が
す
べ
き
こ
と
、
そ
れ
は
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
労
働
者
の
労
働
市
場
に
お
け
る
機
能
と
役
割
を
よ

く
理
解
し
た
上
で
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
い
く
つ
も
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
け
る
こ
と
だ
っ
た
。

安
い
労
働
単
価
で
就
業
す
る
外
国
人
労
働
者
を
法
律
で
排
除
し
て
も
、
代
替
す
る
労
働
者
が
い
な
い
宍
合
衆
国
の
労
働
者
は
外
国
人
が
し

て
い
た
よ
う
な
低
条
件
の
労
働
に
そ
う
簡
単
に
就
か
な
い
だ
ろ
う
。
雇
用
主
は
法
律
に
違
反
し
て
外
国
人
を
調
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
雇
用
主
の
み
が
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
引
き
受
け
る
の
は
バ
ラ
ン
ス
に
欠
け
る
。

従
っ
て
代
替
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
方
策
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
る
種
の
妥
協
で
あ
る
が
、
雇
用
主
を
制
裁
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
雇
用
主
が
労
働
者
の
就
労
資
格
を
簡
単
に
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
法
律
に
よ
る
手
続
き
に
従
っ
て
一
雇
用
主
が
就
労
資
格
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
雇
用
主
は
違
法
雇
用
の
径
を

受
け
る
こ
と
は
な
い
仕
組
み
を
作
る
。

た
だ
し
違
法
雇
用
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
合
衆
国
市
民
や
就
労
資
格
を
備
え
た
外
国
人
を
「
外
国
人
に
見
え
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
一
雇

北J去54(3・66)820



用
を
中
断
し
、
採
用
を
断
る
ケ

l
ス
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
一
雇
用
主
の
行
為
は
根
拠
の
な
い
雇
用
に
関
す
る
差
別
で
あ
っ
て
、
容
認
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
雇
用
主
に
労
働
者
の
就
労
資
格
を
確
認
す
る
よ
う
求
め
る
制
度
に
は
、
同
時
に
採
用
お
よ
び
雇
用
に
関
す
る

差
別
を
禁
止
す
る
制
度
を
備
え
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
考
慮
事
項
を
ク
リ
ア
し
な
い
と
上
院
で
の
審
議
は
覚
束
な
か
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

た
だ
し
総
合
的
勘
案
を
含
め
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
複
雑
な
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
を
予
定
す
る
制
度
的
拡
大
化
を
も
た

ら
す
。
し
か
も
審
議
の
関
心
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
本
体
、
す
な
わ
ち
違
法
雇
用
主
を
処
罰
す
る
制
度
自
体
か
ら
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
制
度

部
分
へ
拡
散
し
て
ゆ
く
。

行
政
制
裁
と
い
う
手
法
は
、
合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
主

ncω)
の
勧
告
通
り
に
蜘

Rms-u-♀
2
8
R
g
R・
に
組
み
込
ま
れ
た
。
問
題
は

行
政
制
裁
が
小
委
員
会
の
レ
ベ
ル
で
さ
え
た
い
し
て
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
内
在
し
続
け
、
懲
罰
制
度
の
中
核
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
あ
る
。

そ
し
て

Eos-o苦
『
田
g
n
E
C
R
・
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
は
、
雇
用
主
の
た
め
の
就
労
資
格
確
認
制
度
、
雇
用
に
関
す
る
外
国
人
の
差
別
の

禁
止
条
項
、
労
働
力
の
確
保
を
目
的
と
す
る
外
国
人
の
入
国
在
留
資
格
の
調
整
と
い
う
各
点
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
新
移
民
法
の

審
議
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
の
焦
点
を
量
す
よ
う
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

出

上
院
に
お
け
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
案

北j去54(3・67)821

移
民
法
修
正
案
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
紛
糾
は
、
大
統
領
府
の
懸
案
で
も
あ
っ
た
。

ニ
ク
ソ
ン

(
宮
内
出
〉
河
口
冨

-
Z開
。
Z
)
に
代
わ
っ
て
政
権
の
座
に
就
い
た
フ
ォ
ー
ド

B
E
p
p
u
m
-
明
。
何
回
)
)
大
統
領
は
一
九
七
五
年

一
月
「
不
法
移
民
に
関
す
る
国
内
問
題
委
員
会
」

(
0
0
5
2
R
C
E
n
-
-
の。

5
2



説

不
法
移
民
問
題
の
研
究
を
命
じ
た
。

吾;，6、
日岡

委
員
会
は
一
九
七
六
年
二
一
月
に
大
統
領
宛
で
報
告
書
を
提
出
し
た
。
同
報
告
書
は
不
法
移
民
が
労
働
市
場
に
影
響
し
て
い
る
事
実
を
挙

(
必
)

げ、

E
n
s
-
ε
0
2
E
2
5
R・
お
よ
び
特
定
の
不
法
外
国
人
が
在
留
中
に
行
え
る
資
格
変
更
措
置
が
必
要
だ
と
す
る
結
論
を
提
示
し
た
。

フ
ォ
ー
ド
政
権
下
で
は
こ
の
間
、
家
族
呼
び
寄
せ
の
た
め
の
移
民
枠
を
西
半
球
諸
国
に
広
げ
る
移
民
法
修
正
法
案
が
一
九
七
六
年
に
成
立

し
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
ま
で
東
半
球
諸
国
に
課
せ
ら
れ
た
一
国
一
律
三

O
、
0
0
0
人
と
い
う
移
民
制
限
枠
が
西
半
球
諸
国
に
も
拡
大
さ
れ
、

中
南
米
特
に
メ
キ
シ
コ
系
移
民
は
事
実
上
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
っ
た
。
立
法
に
前
後
し
て
七
0
年
代
後
半
メ
キ
シ
コ
人
の
国
境
付
近
に
お
け

る
逮
捕
者
数
は
上
昇
を
続
け
た
。

大
統
領
府
や
連
邦
議
会
下
院
が
不
法
移
民
対
策
に
気
を
探
ん
で
い
た
問
、
上
院
は
何
の
対
応
も
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
体
よ
く
い
え

ば
上
院
は
不
法
移
民
の
増
減
に
関
す
る
動
向
を
静
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
院
議
員
ケ
ネ
デ
ィ

(
B
3
5
z・
E
2
5
5
は
一
九
七
五
年
二
月
議
会
上
院
に
法
案

ω
凶

E
を
提
出
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
の
試
案

は
不
法
外
国
人
家
族

(Em明
色

白

E
S
E
S
-
-
5
)
を
雇
用
す
る
使
用
者
に
合
理
的
な
制
裁
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
違
法
に
就

(ω) 

労
す
る
特
定
の
労
働
者
が
退
去
強
制
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
労
働
者
の
家
族
が
離
れ
離
れ
に
な
る
事
態
を
表
向
き
憂
慮
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
他
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
二
一
年
以
上
継
続
し
て
合
衆
国
に
在
留
す
る
不
法
外
国
人
に
、
申
請
に
よ
り
永
住
権
(
勺
2
B
g伺
2

5
呂
EMB)
を
与
え

る
い
わ
ゆ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
制
度
を
提
案
し
た
。
合
衆
国
市
民
権
は
な
く
て
も
、
就
労
資
格
の
あ
る
外
国
人
に
公
民
権
法
第
七
条
(
雇
用
に

関
す
る
差
別
の
禁
止
)
を
適
用
す
る
旨
の
修
正
案
も
ケ
ネ
デ
ィ
の
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。

そ
の

ω・
出
-
の

t
m
B
1
0百
円
回
目
2
F
O
R・
は
、
下
院
で
審
議
さ
れ
た
法
案
と
同
じ
コ
一
段
階
(
円
『
M
R
n
a
己
呂
田
)
の
エ
ン
フ
ォ

1
ス
メ
ン
ト
プ
ロ
セ

ス
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
以
下

ω・
法
-
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
を
掲
げ
る
。

ω-ua-
も

E-〉
一
山

M
斗
品
巴
一
(
白
)
(
品
)
の
、
っ
ち
吋
思
ハ
〉

ω
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PROVISO ~亘鍾.-J' (b)(c)型車、い様{!斗様相.-J{!。

“(b)(l) It shall be unlawful for any employer or any person acting as an agent for such an employer， or any person who for a fee， 

refers an alien for employment by such an employer， knowingly to employ or refer for employment any alien in the United States 

who has not been lawfully admitted to the United States for permanent residence， unless the employment of such alien is 

authoriz巳dby the Attorney General: 

IIl!型臣判， -，>J.-J-v包囲Hf:-ト11:よと霞uいに時が時二令指令。榊， -，>J.-J-v士~\1ト訴薬味j題冨Jν!腿E!E+11 :よ Z丈1lill-<81国製Hf:~~令

-r~押込， -J4-:自 8~塁!と巴Z三位'。ャe求困-<81国製Hf: :H~lPH古:自~~阻為市~医î'~lJ:ト吋ドエャニ臣=' .qQ~浜田-KIZ-' t現場~，綬

組蝶~~杓ヤエミ丈Ilill-<泳"ぐロ桜Ilill-K早J~送E主ヤ必6 :1 1製臣ヤト('l l) -Àj' -，>J.-J-vti:t;丈困-<:11腿Hf:8嬰令、いがト('l1)心土f 刑:出

早J~~。

Provided， That an employer， refe汀er，or agent shall not be deemed to have violated this subsection if he has made a bona fide 

inquiry whether a person hereinafter employed or referred by him is a citIz巴nor an alien， and if an alien， whether he is lawfully 

admitted to the United States for permanent residence or is authorized by the Attom巴yGeneral to accept employment: 

的

N

∞
(
S・
的
)
ザ
白
川
明
石
廿

.-Ji込.-J;:ポヰ込仁子， ¥腿Hf:-¥+1' ~-4ξ押-，>J.-J-vti己宮司〈色村 L411揺さ問ドト0語~.qロ'時四互援{~:1世直ヤト('l-，>J 8 1Z-'ti;;現エ o ~辻Hf:.-J

{!-<雲、f).-J-v台程〈宍~与ヰ{!-<宰~十ε出会時時二士主主主Ilill-<会 F 示日〈ぷ仁子~.qQ~浜田-KH習場:1信組曜会J~とや榊会， -，>J.-J 

v当官制III町田.)ム-6('¥ \J 11l!豊臣為市1E甘れ)~{!押会会J' 宿駅:1~二点!\'.-!.-J{!~.q口。

Providedルrther，That evidence establishing that the employer， referrer， or agent has obtained from the person employed or 

referred by him a signed statement in writing in conformity with regulations which shall be prescribed by the Attorney Gen巴ral

(
N
)

潟
窓
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一VN∞(
Cト
・
的
)
噌
白
川
明
記
一
山

that such person is a citizen of the United States or that such person is an alien lawfully admitted for permanent residence or is an 話芸

alien authorized by the Attorney General to accept employment， shall be deemed prima facie proof that such employer， agent， or 

refe汀'erhas made bona fide inquiry as provided in this paragraph. The Attorney General of the Unit巴dStates shall prep訂eforms 司書

for the use of employers， agents ，or referrers in obtaining such written statements and shall furnish such forms to employers， 

agents ，or referrers'upon request. 

時JC栴~.qo社長田iEnli 早ノれJ&~' 腿~判'思セ栴， ~-.JV':t:主ピ酎〈込， I国製~-.J {2 榊~-.JV' til腿臣会J嬰令-.J{2栴会必'

母子(dIJ.lJ' ~-.JV'士~.qo~長1iffi-K:\0摺世ゃ.?r:E起製品j悔いr(d~回-<\0~r(d IJ .lJ' ~-.JV':t:主官:出Ill~H日， Jム1i0い|腿座決;明言旨杓認

{2~丈1iffi-<\0~トQIJ .lJ今~'即時r-<=C.回以ム~0 \Jr，詔HF+-- .-.ca~<l.oti' I腿座州'嬰令栴~-.JV'ti と\lW-<る-1+四日寝室M+-­

母語制〈やEエ{2ヰ2-.J 'I<d -.J {2ムJ':;小罫担保!i語感心ヤト。o <l.o~長圃~世~担当， I腿~.川'ピ閤--<: ~-.JV'さま寝令栴ゐぅ4号制令

崎容。'柏田支土世e厚相C {2-Q~納税制度判-.J' ~-.JV'ti Illi豊臣判'ピ慢出-<'~-.JV'ti~くて榊e剛*~1主主ムド制m't式会1曜

拡がトQ~C.lJ+--.-.ca。

“(2) 1仁onevidence or information he deems persuasive， the Attorney General concIudes that且nemployer， agent， or referrer 

has violated the provisions of paragraph (1)， the Attorney General shall serve a citation on the employer， agent ，or refe汀'er

informing him of such apparent violation. 

組謀、f)-.JV'士21樟若手 ~ι~ 0 い'日制~~回ミミ， l@ll~+rr ~酎-<'~-.JV'台 EE令栴込-1+点線(同)煙車~~型lぱ-.J{2~C心事:

車-.J{2~.qo' ~剥111民担当， I腿Hf.同 F ピ酎-<'~-.JV'士~~<て紳~1;;:-.Jい， HFm会6~四回~やエト.J C 令、， 1トャ，入 m 入'I<d:明知j

ヤトQ~C .lJ 1帆令。。

“(3) If Attorney General finds that any employer， agent ，or refeπer upon whom such citation has been served has thereafter 



violated the provisions of paragraph (1)， the Attomey General shalJ assess a penalty of not less than $1，000 for each alien in any 

respect to whom any violation of paragraph (1) is found to hav巴occurred.

中ヤ!トャ，入 m 入~;宅!刑-l {.!1国製恒判'と酎-<' .，;l-l'V~主嬰令井思決開制~註'1+蝶主張(.-<) 官、e早足掛~~現l区-l{.!) J-'J 

仏j置場~~国為叡~-l{.!~~，o'町出III出国土!1+機事長( .-<)四年照明e制lぱ為剖υ{.!)J -'J~~.1IトドトQ~回-<1-< 斗 0 0\\1) l' 0 

OO~会会j ドーE必ヤエ jje輔<1f.1題点j趣味{J!;!-F時、pE;' -'J-F~。

“(4) A civil penalty shalJ be assessed by the Attomey General only after the person charged with a violation under paragraph 

(3) has been given an opportunity for a hearing and the Attom巴yGeneral has determined that the violation did occur， and the 

amount of the penalty which is warranted. The hearing shalJ be of record and conducted before an immigration officer designated 

by the Attomey general， individualJy or by regulation， and the proceedings shalJ be conducted in accordance with the 

requir巴mentsoftitle 5， section 554 ofthe United States Code. 

!と百草輔さ!'1+柑主張(的)型車e畑l区 ~~.1Iト-F~栴ゐ醤~E;'豊富側、み}.1Iわ吋必ヰヰ41tgLニlEぎやド'町岩~~皿.}吋。 ν純明杓

ヰヰ~.，;lE;'ムJ -F~。世斑~担当'畑区!と特有己剖υ{.!) J -'J今年j 幅制-l'-\Þ{ヰ~.p~二時 γ 哨LJjje輔<1f.1時稔j定例が時。醤~~，!祖母語れJ

目

N
∞
(
に
¥
門
)
一
品
川
抱
一
拝

4二'官定~~皿~恩-<~~'.，;l-l'V~輯E14歪 0 い出。-l{.!君主nlim長会三n&法{皿Q 司怪.}ム~(ì ν思距れJ 与~~.，;lE;'よj寺弘子。。埋主

~\tト1星川J 士!4n~浜田部絶滅棋同!悪事長岡岡田端~瑚"0 'V~'I*以冨 0 い担盟~ζ~ ~.，;l E;' -'Jが時。

“(5) If the person against whom a civil p巴naltyis assess巴dfails to pay the penalty within the time prescrib巴din such order， the 

Attomey General shall file a suit to colJect the amount in any appropriate district court of the United States. In any such suit or in 

any other suit seeking to review the Attomey General's determination， the suit shall be determined soJely upon the administrative 

record upon which the civil penalty is assess巴dand the Attomey General's findings of fact， if supported by substantial evidence 
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。
ロ
岳
町
『
刊
の
。
丘
町

O口問
E
g
a
g
白
老
町
。

-0・
日

Fmwロ
σ
m
n
oロ
n
-
5
2
0・

行
政
制
裁
金
を
算
定
さ
れ
た
者
が
、
支
払
命
令
に
記
載
さ
れ
た
期
限
内
に
制
裁
金
の
支
払
い
を
怠
っ
た
場
合
、
司
法
長
官
は
算
定
総
額

三子b.
民間

の
支
払
請
求
を
目
的
と
し
て
、
適
切
な
管
轄
に
基
づ
き
合
衆
国
連
邦
地
裁
に
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
請
求
訴
訟
お
よ

び
司
法
長
官
の
決
定
を
不
服
と
す
る
再
審
査
請
求
は
、
行
政
制
裁
が
算
定
さ
れ
た
際
に
用
い
ら
れ
た
行
政
庁
の
記
録
な
ら
び
に
司
法
長
官

の
発
見
し
た
事
実
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
行
政
庁
の
記
録
が
全
体
と
し
て
実
質
的
証
拠
と
な
る
場
合
は
、
確
定
証
拠

ル
」
九
ハ
酔
ヲ
匂
。
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三

O
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C
Z
0
2
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E
g
g
-
同
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宮
-
。
三
巴
。
ロ
明
。
同
国
ロ

σ田
町
円
安
)
ロ
国

(σ)(ム
)
包

da(σ)(凶
)
田
町
田
口

σ白
血
切
立
国
門
担

-
u
-
O
B
i
o
-巳
5
2
0内
円

F
Z

田口

σ田町
nc。ロ・暗唱

本
条
前

(
b
)
(
3
)
項
に
基
づ
き
行
政
制
裁
を
算
定
さ
れ
、
そ
の
後
本
条
前

(
b
)
(
l
)
項
に
違
反
し
た
い
か
な
る
雇
用
主
も
し
く

は
い
か
な
る
者
も
、
前
項
の
違
反
に
関
与
し
た
外
国
人
一
人
に
つ
き
二
、

0
0
0
ド
ル
を
下
回
ら
な
い
行
政
制
裁
が
算
定
さ
れ
る
も
の
と

(ω) 

す
る
。
本
条
前

(
b
)
(
4
)
項
お
よ
び
前

(
b
)
(
5
)
項
の
規
{
一
応
は
、
本
項
の
違
反
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
0
3

法
案
∞
-ua-
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
を
見
る
と
、
二
回
目
の
雇
用
主
の
違
反
か
ら
行
政
制
裁
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
提
出

さ
れ
た
下
院
の
移
民
法
修
正
法
案
の
行
政
制
裁
制
度
と
同
じ
仕
組
み
で
あ
る
。
た
だ
法
案

ω
・
出
』
で
は
制
裁
算
定
下
限
額
一
、

0
0
0
ド
ル
、

算
定
上
限
額
な
し
、
三
回
目
の
違
反
に
は
算
定
下
限
額
二
、

O
G
o
v
e
ル
、
算
定
上
限
額
は
や
は
り
規
定
な
し
と
い
う
具
合
に
、
法
違
反
者

に
厳
し
く
経
済
的
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
与
え
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
刑
事
制
裁
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

北法54(3・72)826



こ
の
ケ
ネ
デ
ィ
試
案
に

E
W
5
5ロ伺
Z

の
文
言
は
な
い
。
つ
ま
り
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
だ
と
知
っ
て
い
た
か
、
知
っ
て
い
な
か
っ
た
か

は
問
題
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
行
政
の
用
意
す
る
定
型
書
式
を
利
用
し
て
就
労
資
格
を
確
認
す
れ
ば
、
罰
則
の
適
用
を
免
れ
る
と

い
う
ロ
ジ
ッ
ク
ス
は
下
院
法
案
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
。

サンクシヨンを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

そ
の
後
こ
の
法
案

ω
・
出
-
は
御
蔵
入
り
と
な
っ
た
O
E
m
s
-
L
♀
R
8
5
C
O
R・
に
不
備
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

寸
る
困
惑
と
反
発
が
審
議
を
中
断
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
上
院
の
司
法
委
員
会

(
E
g
g
-
5
0
2
宮

古

島

2
3
)
と
上
院
「
移
民
に
関
す
る

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
制
度
に
対

小
委
員
会
」
(
円
宮
∞
吾

8
2
Eロ
g
S
E
E
m
E
F
Oロ)
は
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
が
議
長
を
兼
任
し
て
い
た
。
議
員
ケ
ネ
デ
ィ
に
と
っ
て
は
目
の

上
の
た
ん
こ
ぶ
的
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
議
長
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
も
一
九
七
六
年
三
月
独
自
に
法
案
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
の
法
案

ω
・
凶
ヨ
ム
は
東
半
球
出
身
者
の
移
民
受
入

れ
枠
を
西
半
球
出
身
者
と
同
等
に
変
更
す
る
の
が
第
一
の
目
的
で
あ
り
、

Eos-u-
ミ
2
8
R
E。
ロ
=
の
新
設
は
第
二
の
目
的
で
あ
っ
た
。
第
一

(
引
)

の
目
的
は
す
ぐ
に
達
成
さ
れ
、
こ
れ
は
七
六
年
の
改
正
移
民
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
第
二
の
目
的
に
積
極
的
ア
ク
シ
ョ
ン
は
な
か
っ
た
。

議
長
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
は
先
述
の
通
り
、
農
業
労
働
従
事
者
と
な
る
労
働
力
の
確
保
に
一
番
の
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
反
映
し
て
か

初
出
豆
に
は
西
半
球
出
身
者
で
合
衆
国
に
在
留
中
の
不
法
外
国
人
は
迅
速
か
つ
簡
易
な
手
続
き
で
永
住
権
が
与
え
ら
れ
る
制
度
が
含
ま
れ

で
い
た
。
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
は
こ
れ
を
人
道
的
処
遇
よ
り
も
囲
内
に
保
持
さ
れ
た
外
国
人
労
働
力
の
散
逸
防
止
策
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に

法
案

ω・
岩
豆
に
は
一
時
的
外
国
人
労
働
者

(
8
5宮

E
吋
巴
g
君
。
長
2
)
の
受
入
れ
枠
を
創
設
す
る
案
が
含
ま
れ
て
い
た
。

Eos-u-
。『
2
8
2
n円FOR・
に
関
し
て
一
吉
守
え
ば
、

ω
・
凶
ヨ
ム
案
で
は
違
反
者
に
サ
イ
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
発
行
も
刑
事
制
裁
の
適
用
も
な
い
。
初
回
の

北i去54(3・73)827

違
反
に
は
外
国
人
一
人
に
つ
き

S
五
O
O
を
超
え
な
い
行
政
制
裁
、
二
回
目
以
降
の
違
反
に
は
外
国
人
一
人
に
つ
き

8
五
O
O
以
上

8
一、

0
0
0
未
満
の
行
政
制
裁
が
算
定
さ
れ
る
。



説

上
院
公
聴
会
で

ω・
邑
豆
に
つ
い
て
参
考
人
意
見
を
述
べ
た
移
民
帰
化
局
盟
∞
の
担
当
者
の
考
え
は
、
司
法
省
の
見
解
と
微
妙
に
ず
れ
て

(
臼
)
い
た
。
司
法
省
は
そ
れ
な
り
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
を
評
価
し
た
。
し
か
し
司
法
省
と
し
て
は
行
政
制
裁
に
加
え
て
、
刑
事
制
裁
に
よ
る
抑

止
力
を
求
め
た
。
他
方
、
法
を
運
用
す
る
移
民
帰
化
局
の
立
場
と
し
て
は
、
初
回
の
違
反
か
ら
一
貫
し
て
行
政
制
裁
の
執
行
手
続
き
に
従
っ

た
ほ
う
が
、
余
計
な
労
力
、
特
に
刑
事
立
件
に
必
要
な
証
拠
回
り
に
気
を
使
わ
ず
に
す
む
。
初
回
は
注
意
警
告
し
、
最
後
に
は
刑
事
罰
と
い

う
司
法
省
主
張
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
に
移
民
帰
化
局
側
は
抵
抗
し
た
。

自命

(
臼
)

だ
が
公
聴
会
で
は
そ
れ
以
上
・
6
5
1♀
2

8ロ
n
g
Rゅ
の
話
で
議
論
が
沸
騰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
就
労
資
格
を
証
明
す
る
証

蓄
や
証
明
シ
ス
テ
ム
の
議
論
の
ほ
う
が
盛
り
上
が
っ
た
。
議
長
提
案
の
法
案
審
議
で
あ
る
か
ら
、
議
長
に
関
心
の
な
い
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
制
度

で
紛
糾
の
し
ょ
う
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

上
院
の
独
自
の
対
応
は
こ
こ
ま
で
だ
っ
た
。
∞
-
M
O
豆
の
審
議
は
小
委
員
会
で
ス
ト
ッ
プ
し
た
。

フ
ォ
ー
ド
に
か
わ
っ
て
大
統
領
の
座
に
つ
い
た
カ

l
タ

l

(
出
冨

ZJべ

は
、
前
政
権
と
同
じ
く
不
法
移
民
問
題
を
最
重
要
課

。
〉
同
州
同
開
閉
山
)

題
に
位
置
付
け
た
。
大
統
領
カ

l
タ
l
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
紛
糾
と
混
乱
を
見
て
自
ら
法
案
起
草
に
取
り
組
ん
だ
。

「ヵ
l
タ
l
パ
ッ
ケ
イ
ジ

(
n
E
R
E
n
E
m
m
)」
は
一
九
七
七
年
に
提
案
さ
れ
た
移
民
法
の
修
正
総
合
法
案
で
あ
る
。
ま
た
の
名
を

E
E
5
=

〉

&
5
5
2円
B
E凶
目
立
♀

B
m
R〉
町
向
。
ご

3
1
と
称
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
行
政
制
裁
を
主
体
と
す
る

Em自
立

3
2
8ロ
n
g号
、
合
衆
国
南
西

部
の
国
境
警
備
の
重
点
化
、
主
要
資
源
国

(
g
a
2
8
E
2
8
5
E回
目
)
と
の
協
調
外
交
の
継
続
、
一
九
七
O
年
以
降
合
衆
国
に
継
続
し
て

在
留
す
る
外
国
人
へ
の
、
水
住
権
資
格
の
認
定
、
そ
し
て
一
九
七
七
年
以
降
五
年
間
限
定
の
一
時
入
国
外
国
人
枠
の
創
設
と
い
う
も
の
で
あ
っ

(
日
)

た
大
統
領
案
に
同
調
し
た
下
院
議
員
ロ
デ
ィ
ノ
と
上
院
議
員
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
こ
れ
を
早
速
そ
れ
ぞ
れ
の
院
内
委
員
会
に
持
ち
込
ん
だ
。

北法54(3・74)828
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七
七
年
一

O
月
「
カ

l
タ
i
パ
ッ
ケ
イ
ジ
」
は
下
院
で
法
案
戸
戸
ヨ
ピ
、
上
院
で
は
法
案

ω・
M
M
U
N

と
し
て
上
程
さ
れ
た
。

法
案

ω・M
M
芯
に
パ
ッ
ケ
イ
ジ
さ
れ
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
だ
っ
た
。

従
来
の
移
民
法
修
正
法
案
に
見
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
三
段
階
(
吾
お
や
語
句
)

の
プ
ロ
セ
ス
を
採
用
せ
ず
、
初
回
の
違
反
か
ら
外
国
人
一
人
に

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

っ
き
一
、

0
0
0
ド
ル
を
越
え
な
い
行
政
制
裁
が
評
価
さ
れ
る
。
違
反
し
た
雇
用
主
に
対
す
る
手
続
的
保
護
の
規
定
は

ω・M
M
3

に
規
定
さ
れ

て
い
な
い
。
違
法
な
外
国
人
の
雇
用
が
そ
の
雇
用
主
に
と
っ
て
「
パ
タ
ー
ン
化
も
し
く
は
慣
例
化
」
官
官

5
3
2目
5
2
2
)
し
て
い
る
と

判
断
さ
れ
た
場
合
、
司
法
長
官
は
雇
用
主
に
行
政
制
裁
の
算
定
お
よ
び
支
払
請
求
と
、
違
法
雇
用
の
差
止
命
令
(
互
ロ
コ

n
z
g
E
E
)
を
求

め
て
管
轄
す
る
連
邦
地
裁
に
訴
訟
提
起
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
法
案
で
初
め
て
の
具
体
化
さ
れ
た
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト

過
程
で
あ
る
。

利
益
目
的
(
問
。
円
明
言
回
)
で
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
入
国
を
支
援
し
、
ま
た
は
連
絡
や
便
宜
を
図
る
者
は
、
重
罪

(
E
S可
)
に
該
当

し
、
二
、

0
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
科
料

3
5
)
も
し
く
は
五
年
を
超
え
な
い
禁
固
刑
公
ロ
6
3
2
5
2同
)
に
処
さ
れ
る
。
刑
事
罰
規
定
自

体
は
直
接
「
一
一
雇
用
」
を
処
罰
対
象
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
悪
質
な
法
違
反
者
に
は
厳
し
い
罰
則
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
修
正
案
は
望
〉
抑
出
品
(
白
)

(

σ

)

の
後
ろ
に
さ
さ
項
を
新
設
し
て
、
違
法
な
外
国
人
の
雇
用
を
規
定
し
、
行
政
制
裁
の
手
続
過
程
を
定

ヨ
(
)
〈
目
。
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
。
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
違
法
雇
用
は
、
依
然
「
蔵
匠
」
に

め
た
。
た
だ
し
(
白
)
(
品
)
項
の
ベ
岡
山
一
×
〉
∞

は
該
当
し
な
い
と
い
う
規
定
を
残
し
つ
つ
、
あ
ら
た
に
「
違
法
雇
用
」
と
い
う
法
定
犯
に
該
当
す
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。

こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
あ
わ
せ
て
同
Z
〉
抑
MJZ一
の
タ
イ
ト
ル
は
E
∞
初
旬

LlCHZ。

-
Z
〉
Z
U
Z〉
何
回
。

m-zo
〉
口
開

z
w
m開
∞
寸
男
同
内
、
口
。

z
o司
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開
富
田
b
J
R
Z
巴
2
0勺
〉
口
開
Z
ω
(
外
国
人
の
伴
入
と
蔵
匿
一
外
国
人
の
雇
用
の
制
限
)
Z

と
な
っ
た
。

新
設
さ
れ
た

(
C
)
(
d
)

項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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“(c)(1) It shall be unlawful for any employer to employ aliens in the United States who have not been lawfully admitted to the 話芸

United States for permanent residence， unless the employer of such aliens is authorized by the Attorney General 

請書

エ令指時l腿HE'州、ρ' 主主匝-<81国製睦.'.15: -.\νliî世Illf:{~血込~主住1'~1Iト吋 ν エ ω エ堕s::-' .qo~浜田E早ノ摺:出:1'耗起革型化J~杓ω

エミとIlill-<今年J' 。桜li~lK 利回避HE~ト(ðlJ 心当'明士自早ノ嶋崎。

“(2) Any employer who violates this subsection shall be subject to a civil penalty of not more than $1，000 for each alien in the 

employ of the employer on the effective date of this subsection or who has thereafter been employed by the employer， except for 

such alien whose states was adjusted or application for adjustment was pending pursuant to the terms of section 2 or section 4 of 

Alien Adjustment and Employment Act of 1977.骨

1~♀与J叶主主因〈射器肖b塩田.'.1制区令?。エ会や時|腿E判 !.l~" 豆郡e埋!と巴~註腿HE'州為腿HE-.\ {2'..，;J-.\V'当'

~1lill-<1腿匪岩組長田保持総11郡e曜{)!;!.'.1~s::-' 時J8~1ïill-<8 ・;lJâlR鼎車~短l .qo..，;J-.\V'~摺《ロ召1-ffl~任早ノ母子。容《ロ印鑑>rYtJ' 1腿臣

1 '000与えω担吋{:::6エ Lじさ~*#議会1 豆(~..，;Jなよjが時。州立込 i腿匪~ややさご{2哀そIïill-< 1-<.'.10>rYtJ' 

“(3) The United States district courts shall have jurisdiction to enjoin violations of this subsection . 

.qo~浜田i制腎翌-fJ:::#選手在~~豆郡e刑i区 .J 設が崎市民-:!:14Iî~ド点j者{辺ヤ令。輔喜平岩単偽J~~ r-Q..，;J 8 .>Jヤト。。

“(4) Upon determination that cause exists to believe that an employer has engaged in a pattern or practice of employing aliens 

in violation of this subsection， the Attorney General shall bring actions for both civil penalty and injunctive relief in the United 

states district courts in any district court in which the employer is alleged to have violated this subsection， or in any district in 

which the employer is found or transacts business. 
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“(5) Proofby an employer with respect to any person employed by him， that prior to the person's employment， or， in the case 

of a person hired prior to the effective date of this subsection， as soon as practicable but in any event within ninety days of such 

effective date， he saw such documentary evid巴nceof eligibility to work in the United States as the Attorney General has by 

regulation designated for that purpose shall give rise to a lebutable presumption that the employer has not violated this subsection 

with respect to that particular person." 
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“(d) Any person who knowingly and for gain assists an alien who is not authorized to work in the United States to obtain or 

日
的
∞
(
h
k
h

・
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)
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川
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石
一
川

retain employment in the United States， or who knowingly enters into a contractual or other arrangement to facilitate， for gain， the 

employment in the United States of an alien not authorized to work in the United States， shall be guilty of felony， and upon 

conviction thereof shall be punished by a fine not exceeding $2，000 or by imprisonment not exceeding five years， or both， for 

each alien in respect to whom a violation of this subsection occurs." 
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(

N

)

斑
寧
余
ν
J
L
V

，ムヘ

l
ム
「
眼
健
，
〈
回
求
川
叫
民

uaυ
慣
が
入

m
A
k
m
入
中



説

的
に
援
助
す
る
者
、
も
し
く
は
、
合
衆
国
内
で
就
労
す
る
資
格
を
欠
く
外
国
人
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
、
利
益
を
目
的
に
、
合
衆
国
で
の
雇

用
契
約
を
締
結
す
る
、
も
し
く
は
他
の
方
法
で
雇
用
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
重
罪
に
処
す
。
こ
の
場
合
被
告
人
に
は
、
前

吾ム
白岡

項
の
違
反
に
関
与
し
た
外
国
人
一
人
に
つ
き
二
、

0
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
科
料
、
も
し
く
は
五
年
を
超
え
な
い
禁
固
刑
、
ま
た
は
そ
の

(
日
)

両
刑
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

他
方
下
院
内
で
は
法
案
国

-m・3
ピ
の
審
議
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
下
院
は
E
白

B
1
0可
R
S
E
n円F
O
R
・
で
は
な
く
、
そ
れ
を
審
議
す
る
プ
ロ

セ
ス
に
関
す
る
画
策
を
独
自
に
進
め
て
い
た
。
こ
れ
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

翌
一
九
七
八
年
五
月
に
、
よ
う
や
く
上
院
司
法
委
員
会
(
円
宮
内
。

5
2
5
m
g
岳
町
』
邑

E
E々
)
が
法
案
∞
・
M
M
芯
に
関
す
る
公
聴
会
を
開

催
し
た
。
し
か
し
議
長
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
の
姿
は
な
か
っ
た
。
委
員
会
の
臨
時
議
長
は
デ
コ
ン
シ

l
ニ

(
口
問

zzz
u
n
n
o
z
Q
Z同
)
議
員

が
務
め
た
。

公
聴
会
参
考
人
ら
は
そ
う
そ
う
た
る
顔
ぶ
れ
だ
っ
た
。
司
法
長
官
グ
リ
フ
イ
ン
・
ベ
ル

(。E
E
Z
-
E
F
)
や
労
働
長
官
レ
イ
・
マ
!

シ
ャ
ル

(明

-mmペ
富
〉
河
ωzkp
口k
)

と
い
っ
た
政
府
行
政
機
関
の
ト
ッ
プ
が
姿
を
現
し
声
明
を
発
表
し
た
。
加
え
て
連
邦
や
州
の
議
会
議
員
、

各
行
政
機
関
の
当
局
者
、
そ
し
て
雇
用
主
、
労
働
者
、

エ
ス
ニ
ツ
ク
グ
ル
ー
プ
各
層
の
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
意
見
を
陳
述
し
た
。

問
題
は
行
政
制
裁
で
も
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
で
も
な
か
っ
た
。
行
政
制
裁
を
導
入
す
る
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
誰
も
反
対
し
な
か
っ

(
日
)

た
。
い
ま
さ
ら
行
政
制
裁
の
原
理
を
説
き
起
こ
し
問
題
を
探
求
す
る
で
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
参
考
人
の
ほ
と
ん
ど
は
ぷ
自
立
ミ
2

岡
田
口

n
a
o
R・
を
支
持
す
る
側
に
つ
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
。
上
院
に
お
い
て
も
基
本
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
公
聴
会
は
全
体
を
通
じ
て
み
れ
ば
七
0
年
代
後
半
の
審
議
過
程
の
紛
糾
を
よ
く
体
現
し
て
い
た
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
よ
り
も
オ

プ
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
を
鎮
々
議
論
し
て
い
た
。
季
節
農
業
労
働
者
の
確
保
策
、
採
用
差
別
の
防
止
策
、
そ
れ
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
制
度
を
不
法

入
国
/
違
法
滞
在
者
に
ど
う
や
っ
て
適
用
す
る
か
と
い
う
問
題
等
に
多
く
の
時
聞
が
割
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
修
正
案
が
多
数
提
出

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

さ
れ
た
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
を
オ
プ
シ
ョ
ン
付
き
で
通
過
さ
せ
れ
ば
、
上
院
と
し
て
最
大
限
人
権
問
題
に
配
慮
し
た
こ
と
に
な
る

と
い
う
の
が
良
識
派
議
員
の
趨
勢
だ
っ
た
か
ら
、
公
聴
会
の
議
論
の
盛
り
上
が
り
方
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
。
オ
プ
シ
ョ
ン
は
そ

れ
な
り
に
世
論
を
も
沸
か
せ
、
後
々
に
は
総
合
法
案
の
体
裁
を
整
え
る
布
石
と
な
っ
て
い
た
。

だ
が
シ
ン
プ
ル
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
だ
け
を
立
法
化
す
る
こ
と
は
オ
プ
シ
ョ
ン
の
議
論
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
。
基
本
的
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
有
効
利
用
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
法
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
の
あ
り
方
は
な
お
見
解
が
一
致
し
て
い
な
か
っ

た
、
エ
ン
フ
ォ
!
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
細
か
な
規
定
も
詰
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。

結
局
法
案

ω・
M
M
3
も
一
九
七
八
年
九
月
の
公
聴
会
の
終
了
以
降
ま
っ
た
く
進
展
は
な
か
っ
た
。
上
院
も
下
院
も
足
踏
み
状
態
が
続
い
た
。

(十)

∞
角
田
喝
の
誕
生
と
移
民
法
改
革
へ
の
動
き

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
は
一
向
に
成
立
の
兆
し
を
み
せ
な
か
っ
た
が
、
政
治
的
模
索
は
続
い
た
。

連
邦
議
会
は
一
九
七
八
年
一

O
月
、
下
院
法
案
戸
戸
己
主
凶
を
通
過
さ
せ
、
「
移
民
難
民
政
策
特
別
委
員
会
(
円

z
r
g
2
n
o
g
E円【
8

2

(
幻
)

E
E加
『
色
。
ロ
自
色

m
m
p開
m
m
g
z
n可
。
以
下

ω白
河
司
)
」
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
の
特
別
委
員
会
は
、
合
衆
国
に
到
来
す
る
移
民
や
難
民
に
関
し

て
、
移
民
法
及
ぴ
そ
の
他
の
移
民
政
策
法
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
を
検
証
し
-
評
価
す
る
の
が
使
命
だ
っ
た
。

北j去54(3・79)833

法
案
国

-m-己
主
ω
に
上
院
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
戸
戸
-
虫
色
を
提
出
し
た
下
院
議
員
ア
イ
ル
パ
!
グ
の
主
導
と
画
策
で
、

特
別
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
半
数
が
上
下
両
院
議
員
と
決
め
ら
れ
た
。
こ
れ
で
少
な
く
と
も
上
院
と
下
院
の
聞
で
の
噛
み
合
わ
な
い
審



説

議
経
過
は
一
掃
さ
れ
る
。
残
る
半
数
は
行
政
の
ト
ッ
プ
と
、
大
統
領
が
任
命
す
る
民
間
人
と
学
識
経
験
者
ら
で
構
成
さ
れ
た
。
議
長
は
ノ

l

ト
ル
ダ
ム
大
学
学
長
ヘ
ス
パ

l
グ
神
父
(
門

Z
F
5
5
E
J
E開
。
。
。
宮
山
田
凶
ω
∞d
m
o出
)
が
務
め
た
。

自命

そ
し
て
特
別
委
員
会
は
一
九
八

O
年
九
月
三
O
日
ま
で
に
大
統
領
と
議
会
宛
て
の
最
終
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

立
法
府
が
も
た
つ
い
て
い
た
問
、

ア
メ
リ
カ
社
会
は
い
わ
ゆ
る
難
民
の
急
増
と
受
入
れ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
カ

l
タ

l
政
権
下
で

キ
ュ
ー
バ
難
民
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
吸
収
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
キ
ュ
ー
バ
難
民
は
ア
メ
リ
カ
の
年
間
移
民
受
入
れ
総
枠
を
は
る

か
に
越
え
て
い
た
。
政
治
亡
命
者
は
さ
ら
に
別
枠
で
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
が
許
さ
れ
た
。
彼
ら
は
「
反
カ
ス
ト
ロ
の
闘
士
」
と
し
て
称
え
ら

れ
、
移
住
と
い
う
ご
褒
美
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
反
共
の
闘
士
や
政
治
犯
以
外
は
ょ
い
と
し
て
も
、
カ
ス
ト
ロ
が
自
国
に
置
い

て
お
き
た
く
な
い
犯
罪
者
や
麻
薬
密
売
人
が
混
じ
っ
て
い
た
の
は
問
題
だ
っ
た
。
放
出
さ
れ
た
犯
罪
人
が
難
民
な
の
か
、
ち
ょ
っ
と
し
た
混

乱
が
生
じ
た
。

続
い
て
カ

l
タ
l
政
権
は
ハ
イ
チ
難
民
を
寛
容
に
受
入
れ
た
。
そ
の
次
は
ド
ミ
ニ
カ
人
が
や
っ
て
き
た
。
中
南
米
の
難
民
は
一
斉
に
ア
メ

(
白
押
)

リ
カ
を
目
指
し
、
引
き
受
け
た
移
住
者
は
難
民
だ
け
で
結
局
四
O
万
人
を
超
え
た
。
ア
メ
リ
カ
の
寛
容
と
カ

i
タ

l
の
人
権
外
交
は
こ
の
あ

た
り
が
限
度
だ
っ
た
。

カ
リ
ブ
諸
国
か
ら
ア
ジ
ア
諸
国
に
難
民
問
題
が
転
じ
る
と
、
寛
容
ど
こ
ろ
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
失
敗
の
後
、

九
七

一
九
七
八
年
に
中
越
関
係
が
悪
化
す
る
と
、
お
も
に
中
国
系
ベ
ト

ナ
ム
人
が
ボ

l
ト
ピ

l
プ
ル
と
し
て
周
辺
地
域
に
国
外
脱
出
し
始
め
た
。
こ
の
危
険
な
航
海
を
先
進
諸
国
は
放
置
し
て
お
け
な
か
っ
た
。
ァ

(ω) 

メ
リ
カ
も
少
な
か
ら
ぬ
一
定
数
の
ベ
ト
ナ
ム
難
民
受
入
れ
を
一
九
七
九
年
後
半
か
ら
開
始
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
再
度
寛
容
が
必
要
な
こ
と

つ
ま
り
移
民
法
で
は
な
く
特
別
立
法
や
行
政
命
令
に
よ
っ
て
難
民
受
入
れ
を
進
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
権
外
交

五
年
頃
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
細
々
と
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
受
入
れ
て
い
た
。

を
意
味
し
た
。
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も
こ
こ
に
き
て
暗
礁
に
乗
り
上
げ
そ
う
だ
つ
た
。
さ
す
が
に
ボ

l
ト
ピ

l
プ
ル
を
受
入
れ
て
ま
で
、
資
本
主
義
の
繁
栄
を
対
外
的
に
ア
ッ
ピ

l

ル
す
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
は
一
気
に
同
情
疲
労
し
て
し
ま
っ
た
。

連
邦
議
会
は
、

カ
リ
ブ
や
ア
ジ
ア
を
見
据
え
て
難
民
規
制
、
そ
れ
も
経
済
難
民
の
規
制
を
新
た
に
考
え
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

陸
と
海
か
ら
流
入
す
る
経
済
難
民
は
、

ほ
と
ん
ど
不
法
移
民
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
寛
容
が
〈
移
民
〉
を
つ
ぎ
つ
ぎ

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

に
ア
メ
リ
カ
へ
と
誘
う
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
た
つ
き
の
聞
に
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
議
論
を
す
る
必
要
が
ま
す
ま
す
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
移
民
法
修
正
作
業
は
不
法
移
民
対

策
に
限
ら
ず
、
移
民
の
問
題
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
全
て
を
改
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
特
別
委
員
会

(
ω
Q
m
E
と
し
て
は
、
ど
の
よ

う
に
盟
〉
を
修
正
す
る
「
パ
ッ
ケ
イ
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
総
合
法
案
)
」
を
作
っ
た
ら
よ
い
か
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

了
」
の
あ
と
難
民
に
関
し
て
は
一
九
八

O
年
三
月
に
早
々
と
法
案
が
完
成
し
、
連
邦
議
会
を
通
過
し
て
立
法
化
に
至
っ
て
い
た
。
こ
の
一

九
八
O
年
難
民
法
は
、
難
民
の
法
的
定
義
を
見
直
し
て
、
年
間
五

O
、
0
0
0
人
の
難
民
受
入
れ
枠
を
新
設
し
た
他
、
非
常
時
に
は
大
統
領

令
に
よ
り
難
民
の
追
加
受
入
れ
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
用
意
し
た
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
で
難
民
と
合
法
移
民
の
問
題
に
は
踏
み
入
ら
な

、a
f

、

し
カ

一
つ
だ
け
言
う
な
ら
ば
七
O
年
後
半
か
ら
発
揮
さ
れ
た
難
民
へ
の
寛
容
と
大
量
受
入
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
国
境
管
理
体
制
を
確
実
に

損
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
寛
容
と
い
う
傾
向
は
、
国
境
で
の
外
国
人
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
よ
り
も
外
国
人
を
保
護
す
る
よ
う
移
民

帰
化
局
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

一
九
七
0
年
代
は
連
邦
議
会
の
い
わ
ば
改
革
期
だ
っ
た
。
同
年
「
立
法
府
改
革
法
(
「
お
亘
書

5
m
g
a
s
-
s
gロ〉
2
0
2
@弓
こ
が
成
立
し
、

議
会
活
動
の
公
開
が
推
進
さ
れ
た
。
公
聴
会
の
経
過
か
ら
議
案
に
対
す
る
各
議
員
の
採
決
に
至
る
ま
で
、
原
則
と
し
て
何
で
も
公
開
さ
れ
た
。

委
員
会
制
度
に
関
わ
る
権
力
制
度
に
も
改
革
の
メ
ス
が
入
っ
た
。
若
手
議
員
が
委
員
会
の
要
職
に
就
け
る
よ
う
制
度
を
改
め
、
委
員
会
予
算
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説論

は
よ
り
潤
沢
に
な
っ
た
。
一
九
七

O
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
権
力
は
、
専
門
職
業
化
し
た
議
員
た
ち
が
所
属
す
る
多
く
の
委
員
会

(
《

ηU。ヨ旨呂F

は
一
四
O
を
超
、
え
え
る
小
委
員
会
が
あ
り
、
実
体
的
政
策
の
決
定
権
力
は
こ
う
し
た
小
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
様
子
は
「
小
委
員
会
政
府

(
田
E
F
B
E
g
-
5
0
伺

0
5
3
B
S
同
ご
と
称
さ
れ
て
い
た
。
不
法
移
民
対
策
お
よ
び
移
民
法
改
革
も
例
外
に
も
れ
ず
両
院
の
小
委
員
会
が
大
き
な
影

響
力
を
以
降
持
つ
こ
と
に
な
る
。

な
お
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
と
小
委
員
会
制
度
に
関
し
て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
o
h
R
叶
-
m
-
リ
l
ド
著
、
草
野
厚
訳
『
誰

も
知
ら
な
い
ア
メ
リ
カ
議
会
大
統
領
・
議
員
・
利
益
団
体
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
七
年
)
、
(
財
)
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
編
『
ア

メ
リ
カ
の
議
会
・
日
本
の
国
会
《
機
能
と
実
態
V

』
(
サ
イ
マ
ル
出
版
、
一
九
八
二
年
)
、
ウ
オ
ル
タ
l
・
J
・
オ
レ
セ
ッ
ク
著
、
青
木
栄
一
訳
『
米

国
議
会
の
実
際
知
識
|
法
律
は
い
か
に
制
定
さ
れ
る
か
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
)
、
大
議
秀
夫
『
政
策
過
程
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
O
年
)
、
草
野
厚
『
ア
メ
リ
カ
議
会
と
日
米
関
係
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
)
、
中
村
泰
男
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
論
」
(
到
草
書

房
、
一
九
九
二
年
)
。

(
2
)
ミ
お
ミ
与
と
き
~
白
色
、
宮
崎
h
r
守
主
h
s
一
門
司
言
語
ミ
ミ
ミ
己
・
~
ミ
H
E
町
内
。
韮
謹
む
H
2
2
H
H
F
?な
ら
s
b
吾
、
む
ミ
』
-
E
C
E
8
0
『
知
名
『
町
田
町
三
塁
g
p
s
一
色
内
。
ロ
m
J

-閉門的問朗日・・M(】喝、H3・、、町、立苫同町民
S
』〉
Y

品
開
由
同
国
〉
【
「
J
F
口
戸
同
室
Z
-
o
m
〉
叶
目
。
Z
〉
Z
U
Z
〉
」
『
問
。
Z
〉
巳
叶
J「
〉
《
U
J
『
門
戸
開
。
a
F
〉
」
『
同
〈
間
回
目
的
叶
。
問
問
問
的
〉
2
0
m
m
F
〉
叶
巴
)

u
o
n
c
F曲目
4
1

『回
L
沼
市
当
切
口
沼
L
O
B
g
M
F
〈
包

-MAFuon・}(]沼当)・

(
3
)
迂
・
民
凶
・

(
4
)
こ
の
時
代
の
雪
印
の
問
題
と
し
て
行
政
庁
と
し
て
の
機
能
弱
体
化
が
極
ま
っ
て
い
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
機
能
弱
体
化
の
原
因
は
第
一

に
予
算
・
人
員
の
決
定
的
な
不
足
、
第
二
に
連
邦
政
府
内
で
の
移
民
行
政
の
方
針
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
欠
知
、
そ
し
て
第
三
に
望
切

に
対
す
る
世
論
の
不
支
持
に
あ
る
と
い
う
o
e
n
古
矢
旬
「
「
移
民
国
家
」
ア
メ
リ
カ
の
変
貌

(
1
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
O
巻
第
五
l
六

号
(
一
九
九
O
年
)
、
一
二
九
O
l
一
一
一
九
一
頁
。

(
5
)
ミ
a
b
~
と』
2
~
司
E2.沼崎h~HA守、司hhAW一門司、昌吉宮町内、40・』む」JE四
円

リ

q
主
主
主
町
内
巴
=
H
E同
』
宮
九
九
円

S
、
示
、
む
ミ
戸
言
、
ミ
ロ
。
再
開
M
-
∞
十
∞
喧
(
開
門
由
同
町
田
出
向
口
問
。
時

F
m
o
E
三
者
・
。
ロ
E
S
-
-
H
a
F
O
E
-門
U
O
B
B
Z巴
O
E
m
『
咽
同
B
S
F
m
司
色
。
ロ
包
円
四
Z
E
E
『
色
町
民
-
o
ロ
∞
q
i
8
)
・

(6)
叶
F
O
H
B
E
G
S
E
O
口
由
ロ
a
p
m
Z
民
芯
白
血
-
5ご
P20-ニ唱一MM-
司

E
σ
-
F
Z
0
・
∞
N

品
-
h
f
m》

a
g
a
-
-
a
凶
[
F
2
2
=
白
p
q
H
Z〉]唱

n
o
島
民
白
色
∞
己
∞
-
n
・
柏
市
町
二
。
ァ
-
凶
い
一
品

(】唱凶
N
)
・
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ト
門
小
山
(
的
∞
・
的
)
ザ
白
川
判
~
…
u
T

(ト)INA ~~274(a)(1)ー(4) (1952， repealed 1986). 

(∞)鰭似ロfト干¥{]]]勘当 illegal ali聞がや~-li'持活ベ匝榊耐震時豆i~ ê1 緊迫.....l-vヤエ ~W-'J t若やJν エ ~O illegal alien ~{]]]1ffiI 

'P G制捜 ê1図鯨.....l~*ê1.qD~咲IffiIê1 J製ε桜氷G華~.q目、~l'!lt吋小-'J.....l ν エ，.zl~士'p時々。 4ポ~i己 \'.{]]]IffiIê1 世主.....l~~隠巡 G 制!迫 G~

-Q ê1.qロ桜匝'p毒霊~)小ムJ .....lいエト。。ヰ~~&' -E-il(J:(..q目士主魁干ミ〈矧+111総224ポ判士区北Jt>-'，<' OI\lJ主主協同~時ト(l-'J持\)'ペ ν エ~G 'P~，.zl o 

Illegal Alien: Hearings before Subcommittee No. 1 of the Committee on the Judiciary， Part 4， House of Representatives， 92d Cong.， 2nd 

Sess.， 1163-76 (1971) reprinted in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATlON AND NATlONALITY ACTS: LEGISLATlVE HISTORIES AND 

RELATED DOCUMENTS， 1997 Supplement， Vo1.27， Doc目4(1997). 

ーらil(J:(..q目il(J:(IlITII~iト1¥K .，;l~)小.....l~蜘吋.f!.::ê1rrg:羅.....l ~O ト 11 tくさ恒到 tJ司ロ終回ピベ田ヤト(l:f!小刻ル緩lと再申込嵐J何程'Pt民;f，m思議
ドト(l~)-'J~'鮮味 (misdemeanor) 三年号明い時置付21噴l区定事者 (a second offence) -v必エê1.....l令部1'，1'(いエ-0~(\~G 'P時々。

Amending the lmmigration and National町 Act，andfor other purposes， Report ofthe Committee on the Judiciary on H.R.16188， House 

of Representatives (H. R巴pt.92-1366)， 15 (1972)， reprinted in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATlON AND NATlONALITY ACTS: 

LEGISLATIVE HISTORIES AND RELATED DOCUMENTS， 1977-1986， Vol目24，Doc.85 (1987) (individual Views of David W. Dennis of 

Indiana). 

(∞) Illegal Alien: Hearings before Subcommittee No. 1 ofthe Committee on the Judiciary， Part 4' supra not巴8，at 1163-76. 

(8) Illegal Alien: Hearings befo陀 SubcommitteeNo. 1 of the Committee on the Judiciary， Part 1， supra note 2， at 90 (statement of 

Leonard W. Gilman， Regional Commissioner， Immigration and Naturalization Service) 

(コ)lllegal Alien: Hearings before Subcommittee No. 1 of the Committee on the Judiciary， Part 2， House of Representatives， 92d Cong.， 

1st Sess.， 288， and 491 (1971)， reprinted in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATlON AND NATIONALITY ACTS: LEGISLATIVE HISTORIES AND 

RELATED DOCUMENTS， 1997 Supplement， Vol.26， Doc.2 (1997) (statement of John Todd and Howard L. Adams， District Director， U.S. 

Immigration and Naturalization Service). 

(~) .qD~経団側綜G++1鍵ぷ，.zl.，;l G~等感:1'時令。エ~.qD終E順泌総 1 ~然主張 111 糧法川官〈:」兵士時「惜求困-'JG t寝怪J~~崇LよJ

ν' 刑事苦悩仰~再会Dl{区法制 G1斗士道鑓Eぎヤ酢当日g:ê1' ¥'.今尚早〉霊長引ag:ê1::t三回収)~ν エト.(l O See，王国王権 1rト、久子守司令会Dl{斑j(!U)g 
ヨギ， 1 ~~O叶) 111e1 同-¥.l岡(。
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説
さる泣h

H岡

(
口
)
ミ
ミ
ミ
と
な
お
-
K
2
5
N
h
h
r
守
E
M
5
2
2
喜
吉
町
内
毛
色
-
T叫
『
宮
内
司
君
、
E
H
H
2
2
5
m
k
込
町
E
3
・
E
ミ
〉
h
苔
ミ
き
お
M
-
臼
同
志
M
I
Z
-

(
H
H
)
足
・
出
こ
凶
品
目
凶
匂
(
凹
冨
円
四
百
円
ロ
円
。
問
。
-
H
O
E
〉
ヨ
2
・
〉
国
間
m
g
g
u
『
5
2
・
n
白
E
F
E
S
∞
g
g
「
GEmw円巴お)・

(
日
)
行
政
制
裁
の
手
続
過
程
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
合
衆
国
憲
法
修
正
七
条
に
基
づ
く
違
反
者
(
被
告
人
)
の
陪
審
裁
判
を
要
求
す
る

権
利
を
完
全
に
は
保
障
し
て
い
な
い
。
行
政
庁
の
手
続
過
程
は
事
実
の
発
見
過
程
で
あ
り
法
律
判
断
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ

る
o
p
E
m
才
・
∞
E
§
z
=
列
車
問
予
主
主
」
・
印
・
凶

S-
凶
巴
2
3
s
-
n
E
a
z
-
F
S
号
戸
品
ロ
ピ
・
印
}
∞
A
W
-
-

宰
(
-
ヨ
ム
)
・
そ
の
後
最
高
裁
判
所
は
、
違
反
事

実
の
有
無
と
違
反
者
の
責
任
(
E
E
z
q
)
に
は
陪
審
の
保
障
が
あ
り
、
行
政
制
裁
決
定
額
に
関
し
て
は
保
障
が
及
ば
な
い
と
す
る
判
断
を
示
し

た
。
叶
ロ
ロ
〈
d
E
同
m
b
M
S
H
n
p
念
ご
C
M
・
h
H
]
M
.
品
一
N
J
ア
M∞(】唱∞
m
F
)

・

(
日
)
法
案
国
-
m
-
出
回
は
ぷ
仏
国
E
-
田
円
B
E
S
E
T
-
と
通
称
さ
れ
て
い
た
。
議
長
ロ
デ
イ
ノ
を
筆
頭
に
議
員
提
出
法
案
の
体
裁
を
と
り
つ
つ
も
、
〈
懲
罰
〉

制
度
の
運
営
計
画
に
は
行
政
ス
タ
ッ
フ
が
深
く
関
与
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ミ
お
む
~
、
曲
目
R
R
h
同
S
3
、
H
h
h
~
v
A
守
E
M
E
守
門
司
宣
言
H
H
n
n
ミ
ロ
・
』
己
H
H
岳
町

内
。
珪
喜
凡
H
H
同
町
色
、
H
H
F
同
'
P
R
凡
九
円
S
3
J
、
。
ミ
N
・
e
g
h
u
S
E
0
8
=
・
曲
四
M
∞
A
H
・

(
口
)
呂
町
同
ミ
ミ
町
内
R
h
g
ミ
ヨ
句
h
t
h
q
z
p
F
円
。
吉
富
ミ
ミ
ミ
ロ
-
T叫
H
E
町
内
S
H
E
-
H
H
R
S
H
Z
'
E
込
町
E
3
・
、
ロ
ミ
』
u
h
号
、
b
z
O
B
M
-
担
己
主
・

(
印
日
)
ミ
・
白
こ
司
令
g
再
開
日
町
田
向
。
問
。
雪
国
仏
当
・
0
8
白
戸
内
U
O
B
E
H
円
8
0
=
岳
町
』
白
色
町
n
E
}
可
)
・

(mw)hh-
民

N凶一
N

(
出

g
g
B
m
E
C
『
U
O
口
同
互
∞
〉
ロ
品
お
耳
目
。
河
町
田
U

門
町
田
町
三
仲
間
同
加
円
z
n
m
m
m
5
E
}
内
O
E
ロ
ロ
-
o
内
〉
明
白
n
E
-
百
円
包
四
回
目
立
。
可
m
g
g
a
同
町
m
H
S
宮
口
包
〈
包
-
刊
可

〈
伺
加
。
s
z
o
目
。
『
O
者
四
3
.
〉
g
o
巳
包
05・

(
m
Y
個
人
事
業
主
で
あ
る
農
場
主
ら
は
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
し
て
無
条
件
に
反
対
を
表
明
し
て
来
た
。
だ
が
農
場
主
と
し
て
も
不
法
入
国

し
て
き
た
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ
と
が
全
く
自
由
で
正
し
い
行
為
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
s
a
b
E
E
S
~
司
E
江
沼
崎

h
E否
認

M
5
2
還
さ
『
『
2

R
D
・
』
A
H
.
H
岳
町
内
S
S
H
H
H
町
内
S
H
岳
町
阜
、
定
色
町
S
3
J
、
む
ミ
N
w
h
号
、
む
き
再
開
ご
岨
曲
目
凶
2
3
S
B
B
2
2
『
と
-
S
H
0
5
F
E
E
目
白
色
町
入
り
え
O
)
・

と
こ
ろ
で
産
業
界
使
用
者
側
の
参
考
人
代
表
を
務
め
た
の
は
主
に
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
関
連
の
産
業
団
体
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
不
法
移
民
お
よ

び
合
法
移
民
、
そ
れ
に
季
節
的
移
動
労
働
者
ら
と
農
業
労
働
と
の
歴
史
的
経
緯
と
現
状
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
〈
移
民
〉
は

農
業
以
外
の
産
業
界
に
も
着
々
と
進
出
し
て
い
た
が
、
〈
移
民
〉
労
働
力
の
利
用
を
公
言
し
て
擁
護
し
よ
う
と
い
う
産
業
界
の
団
体
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

(
幻
)
、h『『守句句宮むミ~、みと曲丈「言常苫奇~均F悶E白
s、コ5刷s芯昌拘官
h~守rvxA守、ミ内~hF
町

εε~斥V汗門色2ミ、ミ吾き吋詰苦喜同=毒芸、ミ菖邑噌sa患H札忌き凡た言『ミ号『芯E司尽町コ弓『。、ご《久弐H$F町

οP》芸ヨ韮き』.

ロgロ巴-2ωER仏同〉=E仏円お。耳5回
&
)
議
員
デ
ニ
ス
は
行
政
制
裁
の
機
能
を
市
民
に
代
位
す
る
行
政
庁
の
金
銭
的
損
害
請
求
制
度
で
あ
る
と
で
も
考
‘
え
え
て
い
た

北法54(3・84)838



∞
的
∞
(
凶
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困
円
)
ザ
白
岩
村

e干ノ崎将小。
(~) IJ GAJ oI\1J lTh型座州〈掻臨〉歪~AJ~世:41三牒杓与~{!~さ'側部モト G :;s丈困-<Gi屡;沢喜屋報{同州求回-<G 丑子rヨペ ~j自己ν縫存

J吋小ムJエ小漫縦t!('1;'.:0 Amending the Immigration and Nationality Act， and for other purposes， Report of the Committee on the 

Judiciary， on H.R.16188， supra note 8， at 1-10. 

(幻)Il/egal Alien: Hearings before Subcommittee No. I of the Committee on the Judiciary， Part 2， supra note 11， at 284， I/legal Alien: 

Hearings before Subcommittee No. I ofthe Committee on the Judiciary， Part 3， House of R巴presentatives，92d Cong.， 1 st Se邸内 684-85

(1972) reprinted in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATlON AND NATlONALlTY ACTS: LEGISLATlVE HISTORIES AND RELATED 

DOCUMENTS， 1997 Supplement， Vo1.26， Doc.3 (1997)， Illegal Alien: Hearings b祈JreSubcommittee No. I of the Committee on the 

Judiciary， Part 4' supra note 8， at 1009-10， and 1255-56 

-E-\j(~.<4}:\\j(~ITlITl(~粉~<~盟主制 Gl怪.J...j~おや〈ι0~ --.l~--.l当告示 G吋小~m詐~'時J認さ I ~割 G{同副宇 (cliché) ~のや ~O

“What do you think of the effectiveness of sanctions， or a prohibition in the law which would impose a penalty of $1，000 and or a 

l-y巴arconfinem巴nton an employer who knowingly employs an illegal alien?" 

r 1 '000::<" 会 Q てトえ lトヤ'今~t{lユ ~ll廿~G都圏吾、切除斑主主回〈ムj市，g表'?J l腿小福建8f州 Lよ1IトペトZð~巡査止~0 ニ ν' トJG 

~#議設E特~t{lエ士主宰-!:1草書画~~(\エい勾小~~や吋 '?J令会C'.J

(~)給促~~~<~盤側G 司，\て -Gぬま者援ゐ Ki手入中 -AJ{ポ 0;'.: 斑Ít~ H.R.14381込ロ;トヤ¥朕G田正誌や崎心。巡鰍 H.R.14381
さ「まE割問 (Executive Session) J ;{<jt宅!摺--.l{示会('I;'.:GV/ロ;トヤ¥士!{[!♂還ま同時総点jベ製--.l;'.:ム4小レペト(l0 Amending the 
Immigration and Nationality Act， andfor other purposes， Report ofthe Committee on the Judiciary， on H.R.16188， supra note 8， at 6-14. 

(K5) Id. at 1ト14

(持)お株H.R.982~i亘社G H.R.16188 AJ~奨， INA ~274(a)(4) G TEXAS PROVISO ドω£ぷ“provided"paragraph ;{<j亘重量--.l;'.:。
告示~~~* (..0) ~ドー下J超氷駐則選!è G求回-<G!関税 1:Jj豊臣;{<j ~I~ -!:1--.l '刑制Lヒ:J1t'~~1Iド--.l;'.:忠臣網七0 :.1川越量里 G :jj草紙偽J lIドペt{l卸

会j専言明--.l;'.:。

H.R.I6188 AJ昧4当時」足当， INA ~274(b)(4) G 摂{足早J~ t{l O と吉正草紙 G長似トロ与Jrくやに醤霊Zhlと吉正件堀知~欄"(\oI\1J理主fJ!i[ G

華営側印鑑魁-rt{l lJ心長$1長れJ 与44J。時JG 制怪{.l[j~~対 Gt宅!三、早ノ時時。
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行
政
制
裁
は
、
本
条
第

(3)
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の
違
反
に
関
与
す
る
者
が
聴
聞
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
後
に
限
っ
て
、
司
法
長
官
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。
司
法
長
官
は
、
違
反
行
為
が
生
じ
た
こ
と
を
認
定
し
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払
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れ
る
べ
き
制
裁
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額
を
決
定
す
る
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司
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司
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れ
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。
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法
は
、
移
民
帰
化
局
が
入
国
拒
否
処
分
と
退
去
強
制
手
続
を
通
じ
て
与
え
る
個
別
処
分
に
、
行
政
手
続
法
の
規
定
適
用
を

除
外
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
。
強
制
退
去
に
関
し
て
は
移
民
法
自
体
が
法
違
反
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
機
会
を
保
障
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

行
政
手
続
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
と
、
聴
聞
の
機
会
の
保
障
は
と
も
か
く
、
記
録
に
基
づ
く
決
定
に
よ
ら
な
い
簡
略
な
行
政
官
の
裁
決
に
よ
っ

て
処
分
が
行
わ
れ
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と
に
な
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あ
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続
的
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け
る
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批
判
の
対
象
と
さ
れ
が
ち
な
こ
と
は
一
百
う
ま

で
も
な
い
。
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 
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。
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す
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (2) 

て
農
作
業
や
非
熟
練
労
働
に
就
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
現
実
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
判
)
玄
・
〉
・

2
『
σ
四
円
咽
匂
む
ミ
内
向
H
E
門
同
町
民
巴
苫
H
H
h
q
E
E
H
O
室
、
守
止
な
句
ミ
む
と
町
、
-
F
、
E
m
Z
E
ξ
JへO
ヨハ
H
d
玄
開
M
・
0
2
・
凶
-
(
3
J
E
)
・

(
灯
)
与
遣
さ
え
』
=
h
H
E
m
』
吉
富
命
5
2
。
z
b
z
h
H
ミ
b
H
S
Z
ぬ
と
q
k
山
内
F
b
E
A
守
、
。
忌
問
、
、
た
さ
g
h
均
§
。
ミ
ミ
志
内
内
。
遣
さ
志
向
。
=
H
E
内
』
E
A
E
b
ミ
・
2
ミ
・
勾
・
白
u
w
己
(
国
・

m
m
宮
・
。
品
目
u
o
a
y
z
o
E
m
o
o
-
「
河
町
同
国
i

刊
聞
伺
=
円
a
F
'
t
o
p
-
-
M
(
-
唱
吋
一
明
)
咽
之
、
3
z
h
m
弘
吉
』
〉
玄
凹
回
目
回
〉
戸
J
『
・
ロ
F
F
占
玄
目
。
同
〉
ベ
目
。
Z
〉
Z
U
Z
〉
↓
目
。
Z
〉
F
-
4
J
R
〉
《
U
4
回
一

戸開。目印Fhp↓-〈開回目的」「
O
回目開∞〉zu-N問問、hP4開。。。円台玄関Z叶∞--喝、司吋ム双山AF〈。--Mhfuon-∞a・(】双山吋)・

(
位
)
同
H
R
S
F
E
F
2
内
。
2
3
2
2
H
N
O
明
広
可
申
C
O
口
〉
己
〉
5
0
=
ι
s
n
ロ
押
印
。
叫

-
q・x・
司
E
σ
・
「
Z
0
・
唱
一
γ
凶
}
∞
-
∞
∞
印
同
担
問
・
-
a
凶
一
N
(
町
。
島
出
向
込
島
田
恒
g
m
口
門
田
町
込
吉
明
2
2
刊
『
旦

田町nzo口出。『、川口・∞・門リ・)・

(
必
)
一
九
六
三
年
法
(
明
匂
S
F
Z
ユ
リ
0
2
3
3
2
F
a
E
邑
。
ロ
〉
2
0
=
ま
Y
E
σ
「
-
Z
0
・
器
l

凶
∞
M
・
4
C
-
∞
-
n
-
m
M
ま
Z
Z
拍
手
)
は
適
用
除
外
の
項
目
が

多
く
て
、
労
働
行
政
側
は
法
の
執
行
を
行
う
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
労
働
省
(
円
宮
0
8
宣
言
町
三
え

C
三
の
も
つ
デ
l
タ
に
よ

る
と
、
全
米
の
ク
ル

l
リ
ー
ダ
ー
約
六
、

0
0
0
人
の
う
ち
登
録
済
み
の
者
は
二
、

0
0
0
人
以
下
で
あ
り
、
全
米
の
労
働
者
供
給
請
負
業
者
一
、

一
O
O
社
の
う
ち
登
録
が
完
了
し
て
い
た
の
は
七
O
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

未
登
録
の
事
業
者
ほ
ど
農
業
〈
移
民
〉
労
働
者
の
虐
待
的
処
遇
が
多
か
っ
た
た
め
、
一
九
七
四
年
法
は
登
録
規
制
の
強
化
を
目
的
と
し
て
一

九
六
三
年
法
を
修
正
改
善
し
た
の
で
あ
る
。
印
刷
向
。
?
Z
0
・
3
1
-
N
3
・
曲
二
ム
(
-
ヨ
品
)
咽
認
可
室
町
民
5
3
豆
C
-
∞
-
n
-
n
〉
-
Z
・
霊
会
場
詮
お
'
主
-

(
叫
)
一
九
七
四
年
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
は
、
供
給
請
負
人
に
対
し
て
、
登
録
申
請
に
あ
た
っ
て
連
邦
法
や
州
法
が
規
定
す
る
労
働
者

安
全
衛
生
法
に
基
づ
き
労
働
者
を
輸
送
す
る
車
両
の
保
険
に
加
入
済
み
で
あ
る
こ
と
、
労
働
者
を
採
用
す
る
際
は
書
面
、
労
働
者
が
堪
能
な
言

語
、
あ
る
い
は
労
働
省
の
定
め
る
書
式
に
よ
っ
て
労
働
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
、
労
働
者
へ
の
支
払
賃
金
台
帳
を
保
持
す
る
こ
と
な
ど
を
義
務

付
け
た
。
明
白
同
B
E
g
円
【
U
O
ロ
5
2
2
m
a
z
E
E
口
〉
円
円
〉
B
g
a
B
g
z
o
ご
ヨ
ム
忽
φ
5
4
J
コ
」
∞
-
n
-
m
O
N
O
主
'
N
C
品
。
・
N
C
品
∞
-
N
C
出
(
右
手
)
・

こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
た
事
業
主
は
そ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
な
る
行
政
制
裁
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
可
能
性
が
生
じ
る
。
た
だ
し
一
九
七
四
年

法
は
、
違
反
者
に
慎
重
と
い
え
る
手
続
的
保
護
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
た
。
一
九
七
四
年
法
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
プ
ロ
セ
ス
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

E

司
自
由
-
q
司
g
i
g
ロ
∞
罰
則
規
定

印mnzoロ唱・(田)〉ロ可Pコ阿国}白σC『no口門『白円円。門担=nHm自立。〕『mwmsm『問。町宅EO
者

E
P
=
〕
『
白
ロ
円
H
T
ロ
O君
5
m
q
s
c
E
再
開
出
血
ロ
可
可
『
。
三
巴
o
=
目
。
『
円
F
U
〉
n
Z
F
白
=

σ
町
出
口
町
門
日
ロ
2
E
C
お
門
Z
m
w
口
言
。
0
・
間
四
口
問
S
n
a
g
E
匂
江
田
。
口
同
町
『
ヨ
=
2
8
2
8
a
o
口
町
可
町
民
咽
。
円
σ
2
F
言
内
同
E
-
u
o
=
8
5
ι
n
c
o
E
F
司
自
=
『
田
E
σ
田
町
G
E
g
円

北it;54(3・89)843



ヱ品山
(
C
∞
・
的
)
ザ
回
一
地
山
一
川

violation， shall be punishable by a fine not to exceed $10，000 or sentenced to a prison term not to exceed three years， or both. 

二条ヤ州事出鍛えR毒副知主主iE惚4llK-<ぷ必~:2トヤ8'(1ぎ縦~..，;J'手当傾倒4J22 辰五〉 ο0*:匂8'~要{f.:!:2畑区-.J.;.，!懸命同 00:'ι 弐-k~

担付やニ語紙<$1' ..，;J.-J'/士!I 叶北j砲ペ4ポエ草1~[@~' iT6.;.，!当時J8' le:喜三:2設が。，)8'製{慢:2吋令-(ð ~g株章者w'i!.Þ(士.;.，!桐:'R1B1:~

*土t18'販制Lよ制i区J幻想。， 1 O'OOO~会w.w吋ヤエ事訴~'..，;J.-J'/:!:!川崎w~吋ヤエ草~[@~' iサ-6.;.，!当時J8' le:百三:2忌l

rO 
The Secretary shall report on enforcement of the provisions of this Act in the annual repo目ofthe Secretary required pursuant 10 

section 9 of th巴Actentitled ‘An Act to create a Departm巴ntof Labor'， approved march 4， 1913 (37 Stat. 738， 29 U.S.C. 560). The 

reporting hereinunder shall include， but shall not be limited to， a description of efforts to monitor and investigate the activities of farm 

labor contractors， the number of person to whom certificates of registration have been issued， the number of complaints of violation 

received by the Secretary and their disposition， and the number and nature of any sanction imposed. 

~毒霊~担当'持場ぬ延長8'草案l起訴尽き:2mlKがr-Ql~手.Jjow' 1長 1111社111m::e1巴伐と「氷寧締結醐域J(37 Stat. 738， 29 U.S.C. 
560) :2吋r-Ql~却さ織~~*8'駆{回以判事勺 v氷選出(皿砕対群:do制EL44ヰニ ν!と小..，;J8'.JJが時。 E詳4日当~ド-8'若手足、みj実i小:'R' ，ヤ

ヰヰ♂ 14Eぎ{附1J~ヰト(l..，;J8'~:!:!;;ポエ。 E鮮.Jjo:!:!' 塩盗事保釈毒霊網越忽鰹司式-< 8')沼議 1411定令r-Ql制与さ羽Û'~:2慰桝8'追手足' 制思!i語決

1~>(t:杓与441岩~~鰹4llK-<8'-<業者， ，険重量1lIf:(~凶為:宅l世間~{.!.q辺1i室長8'誕iitñのÛ'~:2漂釈押紙 .. ヰ .....~i話~8'矧匪ω'i!.Þ(士.;.，!-<ま証人j

探旧制:2主主.;::;r-Ql..，;J8'.JJrr-Ql。
“(b)(l) Any person who commits a violation of this Act or any regulations promulgated under this Act， may be assessed a civil 

money penalty of not more than $1，000 for each violation. The penalty shall be assessed by the Secretary upon written notice， under 

the procedures set forth herein. 

持穏やÛ'~:2*士道有己最型E室、.(cl\l(fI出...J{.!エ会ぷr-Ql需要宣8'~製 i区:2mlKuド.-J{.!エ-R様子。州、p' 1 ~噴出:2 0 o\\lJ 1 'OOO~ 士れい紐付

ω エ!と吉当事紙、記事u回収J 与~t-Q O と書当事訴さ主柳田:2 .....0ν ， ~}L-8'ぬ船爆o\\lJ:2昔話。 ν' えR毒霊1lIf:( n血込者昧{J!;!r令。。

“(2) The person assessed shall be affordedωopportunity f()r agency hearing， upon request made within thirty days after the date of 

ISSU創刊eof the notice of assessment. In such hearing， all issue温shallbe determined on the record pursuant to section 554 of title 5， 

United States Code. The agency determination shall be made by final order subject to review only as provided in paragraph (3). If no 

~ 
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hearing is requested as herein provided， the assessment shall constitute a final and unappealeable order. 

!と古当事訴~拡制約与二七榊~士主'草止{\!.!~~寝品目蜘為兆!剤約与44」出会♂1110mtiK~~~~崎。t!惑~<lo' に言語Zhiと小盟主~~

華芸術~l!↑"r<♂ 4二時、;:>~-'J-r~。書~~~.wユ ν' がて ν~lfト岨~ti <lo~浜田知是正級事長岡~組長岡岡田県民 'J 吋玉;:-.'と主~~liI;;l.~語~榊

。ェ ν選{同年tJ~~O と吉~~~{\!.!ti' 係者長(め)廊Lよ吋I{l昨{備問~:'I懸命、み}重量O\\"tJ' t営{同杓与二t!雌S左右ぷ例話<t~<tF--'J-<:.型時。..y

同~判。v盟主匪華軍司目~~*ぷO\\"tJ単~<to' 都止{同時I:!Iロ:長曜主主:fE-R ¥1 !$:!I[]~与匝吋84草作〈話司，lî.qP.~-<:'王子。。

“(3) Any person against whom an order imposing a civil money penalty has been entered after an agency hearing under this section 

may obtain review by the United States district court for any district in which h巴islocated or the United States District Court for the 

District of Columbia by filing a notice of appeal in such court within thirty days from the date of such ord巴r，and simultaneously 

sending a copy of such notice by registered mail to the Secretary. The secretary shall promptly certify and file in such court the record 

upon which the penalty was imposed. The findings of the Secretaηshall be set aside if found to be unsupported by substantial 

evidence as provided by section 706(2)(F) of title 5， United States Code 

lと古当事紙~-tP<午~<t::r<tF-~ ~定Jν'#県民著書{\!.!~\と桜醤::ff~草~<t目~~~網+6'四日 ~ll担起-rl{l調書~~~nn棒-rI{l <to艇回路!罪主要

択4返事~' .，;:> .... h...-ti n ロ入出ト注畏凶刑事表現収4選手1韮~'例話<t::r<t匹田会♂ 1110 1Il~K~' いら蛍i三:!I[]~岳吋 ν~欄向。 v備

桝仏J思!E1{l 1) 心存~\':.J川崎。 E世~ドぞE筆記封[]ti 制m~m話題1:!~吋。 ν永寧1JJt(~皿ど f寝:!I[]年tJ与二時。~-R毒霊lJJt(担当担割授や-v{乏 1議~\lト濯物

品J(とエ'事訴<$I~売さ{\!.!~l::jgが ~h祖母語、み，#採草;さど早宮司令トZl";:>~-'J-\小崎。司R毒霊lJJt( {nn~l体制<~釈民ti' 。終困士出総母車線同!墜事長

与JO-1く4長線 (N) (~) 甲車~制。 v骨収極右!1語家~吋。 ν縫匪十時リムJ'会ヨヨ4当時ω 二容や'吉長特最有tJ長崎、;:>~-'Jが時。

“(4) If any person fails to pay an assessment after it has become a final and unappealable order， or after the court has entered final 

judgment in favor of the agency， the Secretary shall ref，巴rthe matter to the Attorney General， who shall recover the amount assessed 

by action in the appropriate United States district court. In such action the validity and appropriateness of final order imposing the 

penalty shall not be subjected to review. 

!と吉司嘉告訴~紙{\!.!t翠I :!I[]~時民主主主rii己や需品[]\'トìo誕のや(話4ã-4Jド Lょややt!説話'-tP<平手ユ化}判。必勝<to' えR毒霊III詰担当官斑i哨tnn~よ斗J

~t砕制<~堕~<tIH眠時。信士道III託(血士主潮~;:示。4車禁固刑常幸司択訴事手}韮!l'年味制緩挺~十þ<平手今~粧~-rトQl桔 ffi:話会}早出掛令子Q";:>~ -'J-r令。 o

f J E;;~~4*-}橋治~.;q二 ν' 忠告当事紙偽j維が似午~<t~<tF- ~~1宗主目 .;q~~昨Ilf割当蜘桝~件.lQ~~;:ポ♂ぷ:;。
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“(5) All penalties collected under authority of this section shall be paid into the Treasury of the United States. 

持廊E:;~区制:.2.欄 "(\.>i(()議H:三れJ ヰ~~F'<' ト..IE:;嘉縁側主'。朕回控訴E押:.2.~どれJ長崎、;> E:;.>J~令。。

帯電

Farm Labor Contractor Registration Act Amendments of 1974 ~9， 7 U.S.c. ~2048 (1974). 
(宮)Farm Labor Contractor Registration Act Amendments of 1974 ~ 13(a)， 7 U.S.c. ~2050(a) (1974). 
(手)Farm Labor Contractor Registration Act Amendments of 1974 ~ 13(b)， 7 U.S.C. ~2050(b) (1974). 
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がわZl iお E言語記刻!þ;{cl樹oS:'!官、ミヰ」謡4ロE総~{ポの ν ユト。 o Edward H. Levi， PreliminaηReport， U.S. Domestic Council Committee on 

Illegal Aliens， 240-44 (1976)， reprinted in JAMES F. BAILY， HI， IMMIGRATlON AND NATlONALlTY ACTS: LEGISLATlVE HISTORIES AND 

RELATED DOCUMENTS， 1997 Supplement， Vo1.29， Doc.15 (1997) 

(雪)121 CONG. REc.， No.l5， S1437-S1438 (1975). 
(包)Id.atSI439. 

(日) I~~-Iく社 10 m:::終E足元1ti 討同れ)~'桜困俳蛍偲Iii1l:.2. Rト$IÞ三者会配布引学為摺座杓ヰ二'

~漫!と収j与~~O INA ~202(a)， 8 U.S.C. 1152(a) (1976). 

(自)lmmigration 1976， Hearing before the Subcommittee on Immigrat四 1and Naturalization of the Committee on the Judiciary， on 

S.3074， United States Senate， 94th. Cong. 2nd. Sess. 22-34 (1976)， reprinted in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATION AND NATIONALITY 

ACTS: LEG/SLA TIVE HISTORIES AND RELATED DOCUMENTS， 1997 Supplem巴nt，Vol. 28， Doc.13. (1997) (statement of Leonard F. 

Chapman， Jr.， Commissioner， Immigration and Naturalization Service). 
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tion of the Committee on the ludiciary， on S.3074. supra note 52， at 70 (statement of Ben Burdetsky， Deputy Assistant Secretary for 

Employm巴ntand Trainng， Department of Labor). 

(苫)U.S， Immigration Law and Policy: 1952-1979， A report prepared at the問 questof Senator Edward M. Kennedy， Chωrrr回 n'

Committee on the ludiciary United States Senate upon the ーかrmationof the Select Commission on Immigration and Refugee Policy， 

Committee on the ludiciary， United States Senate， 96th. Cong. 1 st Sess. 75-76 (1979). 

(巴)S.2252: Alien Adjωtment and Employment Act of 1977， Hearings before the Committee on the ludiciaηUnited States Senate on 2252 

to Amend the Immigration and Nationality Act， andfor other purposes， Part 1 (May 3，4，9，/0，11，16，1ス18，1978)，Part 2 (Sept. 1 and 2， 
1978)，95 th. Cong. 2 nd.， at 2-3 (1978)， reprinted in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATlON AND NATIONAUTY ACTS: LEGISLATlVE 

HISTORIES AND RELATED DOCUMENTS， 1977-1986， Vol.l9， Doc.70 (1987). 
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The research of the foreigners in the labor market， the 
employment rules， and the labor law， from the perspective of 
the employer sanction and the civil penalty in the u.s. 

immigration law (2) 

Hiroaki KONY A * 

Immigration Reform and Control Act of 1986 marked a fundamental policy shift in 

strategy to control of ilIegal immigrant worker in labor market of United States. The 

keystone of IRCA is employer sanction， which prohibits employers from hiring 

unauthorized aliens， at the risk of incurring civil money penalty 

In this paper， the purpose and background of being modified civil penalty as 

employer sanction in IRCA are examined through its legislative history. And detailed 

mωhanism of civil penalty enforcement process is also introduced by means of 

administrative hearing records and compromise stage data. 

In addition， referring United States' enforcement experience， this paper deals with a 

modest consideration th巴 effectivemethods of materializing employment-policy 

legislation onto workplace in Japan. 

*Lecturer， School of Humanities， Hirosaki University 
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